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報告第２号

令和７年度かすみがうら市一般会計継続費繰越計算書について

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第１項の規定により、

令和７年度かすみがうら市一般会計継続費繰越計算書について、次のとおり報

告する。

令和８年６月２日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙
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様式第14号（第15条関係）

国 県
支出金

地方債 その他

２ 総務費 １ 総務管理費
霞ヶ浦コミュニティセン
ター空調設備等更新事業

516,738,000 206,695,000 0 206,695,000 157,000,000 49,695,000 49,695,000 12,895,000 0 36,800,000 0

合 計 516,738,000 206,695,000 0 206,695,000 157,000,000 49,695,000 49,695,000 12,895,000 0 36,800,000 0

令和７年度かすみがうら市一般会計継続費繰越計算書

市長公室政策経営課 （単位 円）

款 項 事業名 継続費の総額

令和7年度継続費予算現額

支出済額及び
支出見込額

残額
翌年度

逓次繰越額

左の財源内訳

予算計上額
前年度

逓次繰越額
計 繰越金

特定財源
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報告第３号

令和７年度かすみがうら市一般会計繰越明許費繰越計算書に

ついて

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、

令和７年度かすみがうら市一般会計繰越明許費繰越計算書について、次のとお

り報告する。

令和８年６月２日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙
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（単位 円）

国 県
支 出 金

地 方 債 そ の 他

２ 総務費 ３ 戸籍住民基本台帳費 戸籍事務に要する経費 1,848,000 1,848,000 0 1,848,000 0 0 0

３ 民生費 ２ 児童福祉費
物価高対応子育て応援手当支給に要する経
費

13,200,000 3,980,000 0 3,980,000 0 0 0

低所得の子育て世帯生活応援特別給付金支
給に要する経費

7,500,000 7,000,000 0 7,000,000 0 0 0

４ 衛生費 １ 保健衛生費 一般廃棄物処理に要する経費 11,354,000 11,354,000 0 0 8,500,000 0 2,854,000

５ 農林水産業費 １ 農業費 園芸振興に要する経費 198,668,000 198,668,000 0 197,478,000 0 0 1,190,000

６ 商工費 １ 商工費
かすみエール生活応援商品券交付に要する
経費

226,037,000 226,037,000 0 226,037,000 0 0 0

７ 土木費 ２ 道路橋梁費 道路維持管理に要する経費 7,300,000 6,200,000 0 2,803,080 2,700,000 0 696,920

市道整備に要する経費 36,000,000 36,000,000 0 17,407,000 12,800,000 0 5,793,000

（仮称）千代田ＰＡスマートＩＣ関連事業
に要する経費

111,200,000 108,400,000 0 57,450,000 43,600,000 0 7,350,000

４ 都市計画費 都市計画調整に要する経費 71,038,000 71,038,000 0 26,890,100 39,600,000 0 4,547,900

８ 消防費 １ 消防費 災害対策に要する経費 27,600,000 14,982,000 0 0 14,900,000 0 82,000

９ 教育費 ３ 中学校費 中学校施設整備に要する経費 16,345,000 16,345,000 0 0 0 0 16,345,000

728,090,000 701,852,000 0 540,893,180 122,100,000 0 38,858,820

一 般 財 源

合 計

令和７年度かすみがうら市一般会計繰越明許費繰越計算書

款 項 事業名 金 額
翌 年 度

繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入 特 定 財 源
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報告第４号

令和７年度かすみがうら市水道事業会計予算繰越計算書について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により、

令和７年度かすみがうら市水道事業会計予算繰越計算書について、次のとおり

報告する。

令和８年６月２日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙
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令和７年度かすみがうら市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

款 項 目 事業名
予 算

計上額

支払義務

発 生 額

翌年度

繰越額

左の財源内訳

不用額

翌年度繰越

額に係る繰

越を要する

たな卸資産

の購入限度

額

説明
国 庫

支出金
企業債

当 年 度

損益勘定

留保資金

1資本的

支 出

1建 設

改良費

1配水施

設工事費

7単独第5号

配水管布設替

工事

円

24,051,500

円

9,620,000

円

14,431,500

円

0

円

14,400,000

円

31,500

円

0

円

0
入札不調の結果を鑑み配

水管布設替工事設計を見

直し不測の日数を要した

ことによる

1資本的

支 出

1建 設

改良費

1配水施

設工事費

配水管布設替

工事

円

129,398,500

円

0

円

129,398,500

円

0

円

129,300,000

円

98,500

円

0

円

0 入札不調の結果を鑑み配

水管布設替工事設計を見

直し不測の日数を要した

ことによる
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報告第５号

令和７年度かすみがうら市下水道事業会計予算繰越計算書につい

て

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により、

令和７年度かすみがうら市下水道事業会計予算繰越計算書について、次のとお

り報告する。

令和８年６月２日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙
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令和７年度かすみがうら市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

款 項 目 事業名
予 算

計上額

支払義務

発 生 額

翌年度

繰越額

左の財源内訳

不用額

翌年度繰越

額に係る繰

越を要する

たな卸資産

の購入限度

額

説明
国 庫

支出金
企業債

当 年 度

損益勘定

留保資金

1資本的

支 出

1建 設

改良費

5流域

下水道

建 設

負担金

流域下水道

建設負担金

円

18,113,000

円

2,118,000

円

15,995,000

円

0

円

15,800,000

円

195,000

円

0

円

0

社会的要因による半導体

不足が発生したため、年

度内での機器製作の完了

が困難となったことによ

る
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報告第６号

令和７年度かすみがうら市下水道事業会計予算事故繰越計算書に

ついて

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により、

令和７年度かすみがうら市下水道事業会計予算事故繰越計算書について、次の

とおり報告する。

令和８年６月２日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙
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令和７年度かすみがうら市下水道事業会計予算事故繰越計算書

地方公営企業法第２６条第２項ただし書きの規定による事故繰越額

款 項 目 事業名
予 算

計上額

支払義務

発生額

翌年度

繰越額

左の財源内訳

不用額

翌年度繰越

額に係る繰

越を要する

たな卸資産

の購入限度

額

説明
国 庫

支出金
企業債

当 年 度

損益勘定

留保資金

1下水道

事業費用

1営業

費用
10総係費

W-PPP導入

可能性調査

円

12,100,000

円

0

円

12,100,000

円

12,100,000

円

0

円

0

円

0

円

0

当初、国庫補助金申請に

おいて内定がなされなか

ったが、12月の補正予算

の配分で内定があったこ

とから、W-PPP導入可能性

調査に着手するにあた

り、委託期間が確保でき

なかったことによる

1資本的

支 出

1建 設

改良費

5流域

下水道

建 設

負担金

流域下水道

建設負担金

円

11,259,000

円

7,214,000

円

4,045,000

円

0

円

3,900,000

円

145,000

円

0

円

0

社会的要因による半導体

不足が発生したため、年

度内での機器製作の完了

が困難となったことによ

る
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報告第７号

専決処分事項の報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第

２項の規定により報告する。

令和８年６月２日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙
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専 決 処 分 書

やまゆり館健康づくりコーナー内の事故による損害賠償額の決定及び和解に

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、

次のとおり専決処分する。

令和８年４月２８日

かすみがうら市長 宮 嶋 謙

やまゆり館健康づくりコーナー内の事故による損害賠償額の決定及び和解

について

１ 事故発生日時 令和７年１０月３０日

午後４時１０分頃

２ 事故発生場所 やまゆり館健康づくりコーナー内

３ 相 手 方 （住所）

（氏名）

４ 事故の概 要 やまゆり館健康づくりコーナー内にて、相手方がト

レーニング機器を使用中、機器内部のストッパーが外

れたため、椅子から床に倒れ受傷した。

５ 示談の内容

（１）過失割合 かすみがうら市 １００％

相手方 ０％

（２）損害賠償額 かすみがうら市 ４３２，９４３円
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相手方 ０円

（３）本件示談のほか、かすみがうら市と相手方との間には一切の債権債務

関係がないことを確認する。
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承認第２号

専決処分事項の承認を求めることについて

かすみがうら市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを議会に報告し、承認を求めるもの。

令和８年６月２日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙
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専 決 処 分 書

かすみがうら市税条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、特に緊急を要するた

め議会を招集する時間的余裕がないことから、別紙のとおり専決処分する。

令和８年３月３１日

かすみがうら市長 宮 嶋 謙

理 由

地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）が、令和８年３

月３１日に公布されたことに伴い、かすみがうら市税条例の一部を改正する

必要が生じたため。
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かすみがうら市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和８年３月３１日

かすみがうら市長

令和８年かすみがうら市条例第１８号

かすみがうら市税条例の一部を改正する条例

かすみがうら市税条例（平成１７年かすみがうら市条例第５４号）の一部を

次のように改正する。

第１８条の３中「種別割」を「軽自動車税」に改める。

第１９条中「、第８１条の６第１項」を削り、同条第２号及び第３号中「第

８１条の６第１項の申告書、」を削る。

第３３条第３項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、「。）」

の次に「（同号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。）」を加える。

第３４条の７第２項中「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項

又は第４項」に改める。

第３６条の２第１項ただし書中「同条の２第１項第１２号」を「同条第１項

第１２号」に、「及び第３６条の３の３第１項」を「並びに第３６条の３の３第

１項及び第２項第４号」に、「この限りではない」を「この限りでない」に改め

る。

第３６条の３の２第１項第２号中「除き、」を「除く。次条第１項第２号にお

いて同じ。）（」に改め、「。次条第１項において同じ」を削り、同条第５項中「次

条第４項」を「次条第５項」に改める。
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第３６条の３の３第１項を次のように改める。

次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）は、公

的年金等支払者（所得税法第２０３条の６第１項に規定する申告書の提出の

際に経由すべき同項に規定する公的年金等（以下この項において「公的年金

等」という。）の支払者をいう。以下この条において同じ。）から毎年最初に

公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、

次項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由し

て、市長に提出しなければならない。

（１） 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する申告書を

提出しなければならない者

（２） 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適

用を受けるものを除く。）の支払を受ける第２３条第１項第１号に掲げる者

であって、特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が９００万円

以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（合計所得金額が

９５万円以下であるものに限る。）をいう。次号及び次項第３号において同

じ。）（退職手当等（第５３条の２に規定する退職手当等に限る。以下この

号において同じ。）に係る所得を有する者に限る。）又は扶養親族（年齢１

６歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有す

る者に限る。）若しくは特定親族（退職手当等に係る所得を有する者であっ

て、合計所得金額が８５万円以下であるものに限る。）を有する者

（３） 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適

用を受けるものに限る。）の支払を受ける第２３条第１項第１号に掲げる者

（当該年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公

的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において令第４８条の９の７

の３に定める金額に満たない者を除く。）であって、障害者、寡婦若しくは

ひとり親に該当する者又は特定配偶者若しくは扶養親族（年齢１６歳未満
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の者又は控除対象扶養親族に限る。）若しくは特定親族（合計所得金額が８

５万円以下であるものに限る。）を有する者

第３６条の３の３第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６

項とし、同条第４項中「第４８条の９の７の３」を「第４８条の９の８」に改

め、同項を同条第５項とし、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前

項」を「第１項」に、「法第３１７条の３の３第１項の規定による申告書に」を

「同条第１項の規定による申告書に」に、「法第３１７条の３の３第１項の規定

による申告書を提出する」を「同条第１項の規定による申告書を提出する」に

改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。

（１） 公的年金等支払者の名称

（２） 公的年金等受給者が、法第３１４条の２第１項第６号に規定する特別

障害者又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事

実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨

（３） 特定配偶者の氏名

（４） 扶養親族又は特定親族の氏名

（５） その他施行規則で定める事項

第６３条中「が土地」の次に「又は家屋」を加え、「、家屋にあっては２０万

円」を削り、「１５０万円」を「１８０万円」に改める。

第８０条第１項を次のように改める。

軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。

第８０条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、第

１項」を「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽自動

車税を」に改め、同項ただし書中「これを課さない」を「この限りでない」に

改め、同項を同条第２項とする。

第８１条第１項を次のように改める。
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軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保して

いる場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

第８１条第２項中「３輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第３項

及び第４項を削る。

第８１条の３から第８１条の８までを削る。

第８２条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。

第８３条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。

第８５条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。

第８７条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「種

別割」を「軽自動車税」に、「施行規則第３３号の４の２様式」を「施行規則第

３３号の４様式」に改め、同条第２項及び第３項中「施行規則第３３号の４の

２様式」を「施行規則第３３号の４様式」に改める。

第８８条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改める。

第８９条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。

第９０条の見出し並びに同条第１項、第２項、第４項及び第５項中「種別割」

を「軽自動車税」に改める。

第９１条第２項中「第８０条第３項ただし書」を「第８０条第２項ただし書」

に、「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第７項中「種別割」を「軽自動車

税」に改める。

附則第６条中「から令和９年度まで」を「以後」に改める。

附則第７条の３の前の見出し及び同条を削る。

附則第７条の３の２に見出しとして「（個人の市民税の住宅借入金等特別税額

控除）」を付し、同条第１項中「令和２０年度」を「令和２５年度」に、「居住

年が平成１１年から平成１８年まで又は」を「同法第４１条第１項に規定する

居住年が」に、「令和７年」を「令和１２年」に、「において、前条第１項の規

定の適用を受けないときは」を「には」に、「附則第５条の４の２第５項」を「附
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則第５条の４第５項」に改め、同条第２項中「附則第７条の３の２第１項」を

「附則第７条の３第１項」に改め、同条を附則第７条の３とする。

附則第７条の４中「又は附則第２０条第１項」を「、附則第１９条の３第１

項又は附則第２０条第１項」に、「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６

第３項又は第４項」に改める。

附則第８条第１項中「令和９年度」を「令和１２年度」に改め、同条第２項

中「、附則第７条の３の２第１項」を削る。

附則第９条の２中「附則第７条の２第４項」の次に「（法附則第７条の３第３

項又は第４項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」を加える。

附則第１０条の２第２項中「４分の３」を「５分の４」に改め、同条第４項

中「附則第１５条第２５項第１号イ」を「附則第１５条第２４項第１号イ」に、

「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第５項中「附則第１５条第２５項第

１号ロ」を「附則第１５条第２４項第１号ロ」に、「３分の２」を「２分の１」

に改め、同条第６項中「附則第１５条第２５項第２号」を「附則第１５条第２

４項第２号」に、「７分の６」を「５分の３」に改め、同条第７項中「附則第１

５条第２５項第３号イ」を「附則第１５条第２４項第３号イ」に、「４分の３」

を「３分の２」に改め、同条第８項中「附則第１５条第２５項第３号ロ」を「附

則第１５条第２４項第３号ロ」に、「４分の３」を「３分の２」に改め、同条第

９項中「附則第１５条第２５項第３号ハ」を「附則第１５条第２４項第４号」

に改め、同条第１０項を削り、同条第１１項中「附則第１５条第３２項」を「附

則第１５条第３１項」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第１２項中「附

則第１５条第３６項」を「附則第１５条第３５項」に改め、同項を同条第１１

項とし、同条第１３項中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３６項」

に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１４項中「附則第１５条第４０項」

を「附則第１５条第３９項」に改め、同項を同条第１３項とし、第１５項を第

１４項とする。
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附則第１０条の３第７項中「附則第１２条第１６項」を「附則第１２条第１

７項」に改め、同条第８項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第２

０項」に改め、同条第９項第４号中「附則第１２条第２３項」を「附則第１２

条第２４項」に改め、同項第６号中「附則第１２条第２４項」を「附則第１２

条第２５項」に改め、同条第１０項第５号及び第１２項第５号中「附則第１２

条第３１項」を「附則第１２条第３２項」に改め、同条第１５項中「附則第１

２条第１９項」を「附則第１２条第２０項」に改める。

附則第１５条の２から第１５条の６までを削る。

附則第１６条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第４４４条

第３項に規定する」を「道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」に、

「から第４項まで」を「及び第３項」に改め、「の種別割」を削り、同条第２項

中「令和４年４月１日から令和８年３月３１日」を「令和７年４月１日から令

和１０年３月３１日」に改め、「の種別割」を削り、同条第３項中「法第４４６

条第１項第３号」を「同項」に改め、「及び次項」を削り、「令和４年４月１日」

を「令和７年４月１日」に、「当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の

翌年度分」を「令和８年度分」に改め、「の種別割」を削り、同条第４項を削る。

附則第１６条の２の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の種別割」

を削り、「から第４項まで」を「又は第３項」に改め、同条第２項及び第３項中

「の種別割」を削る。

附則第１６条の３第３項第２号、第１６条の４第３項第２号及び第１７条第

３項第２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「及

び附則第７条の３第１項」に改める。

附則第１７条の２第１項中「令和８年度」を「令和１１年度」に改め、同条

第２項中「令和８年度」を「令和１１年度」に、「附則第３４条の２第５項」を

「附則第３４条の２第６項」に、「附則第３４条の２第１０項」を「附則第３４

条の２第１２項」に改め、同条に次の１項を加える。
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４ 第１項（第２項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割の

納税義務者が、租税特別措置法第３１条の２第２項第１３号から第１５号ま

でに掲げる土地等の譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡をした

土地等がその譲渡をした時において地すべり等防止法（昭和３３年法律第３

０号）第３条第１項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止

に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の急傾斜地崩壊危険

区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平

成１２年法律第５７号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区域又は特定都市

河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第５６条第１項の浸水被害

防止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第１項又は第２項に規定す

る優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該

当しないものとみなす。

附則第１８条第５項第２号及び第１９条第２項第２号中「、附則第７条の３

第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「及び附則第７条の３第１項」に改

める。

附則第１９条の２の次に次の１条を加える。

（特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例）

第１９条の３ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第３

８条の２第１項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、

当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第３３条第１項及び第２項

並びに第３４条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該

事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第１８条の

６の４で定めるところにより計算した金額（以下この項において「特定暗号

資産に係る譲渡所得等の金額」という。）に対し、特定暗号資産に係る課税譲

渡所得等の金額（特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額（次項第１号の規定

により読み替えて適用される第３４条の２の規定の適用がある場合には、そ
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の適用後の金額）をいう。）の１００分の３に相当する金額に相当する市民税

の所得割を課する。

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

（１） 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とある

のは、「総所得金額、附則第１９条の３第１項に規定する特定暗号資産に係

る譲渡所得等の金額」とする。

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第１項、附則第７

条第１項及び附則第７条の３第１項の規定の適用については、第３４条の

６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１９条の３第１項

の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の７第１項前段、第３４

条の８、第３４条の９第１項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第１

項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１９条の３第１

項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１９条の３第１項の規定に

よる市民税の所得割の額の合計額」とする。

（３） 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は附則第１９条の３第１項に規定する特

定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とある

のは「、山林所得金額若しくは附則第１９条の３第１項に規定する特定暗

号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。

（４） 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」

とあるのは「山林所得金額並びに附則第１９条の３第１項に規定する特定

暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、同条第２項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第１９条の３第１項の規定による市民税の

所得割の額」とする。

附則第２０条第２項第２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３
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の２第１項」を「及び附則第７条の３第１項」に改める。

附則第２０条の２第２項第２号及び第５項第２号並びに第２０条の３第２項

第２号及び第５項第２号中「、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項」

を「及び第７条の３第１項」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

（１） 第３６条の２第１項ただし書、第３６条の３の２及び第３６条の３の

３の改正規定並びに附則第６条の改正規定及び附則第７条の３の２第１項

の改正規定（「令和２０年度」を「令和２５年度」に改める部分及び「令和

７年」を「令和１２年」に改める部分に限る。）並びに次条第１項及び第２

項の規定 令和９年１月１日

（２） 第６３条の改正規定及び附則第３条第２項の規定 令和９年４月１日

（３） 第３４条の７第２項の改正規定並びに附則第７条の４の改正規定（「附

則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」に改める部

分に限る。）、附則第９条の２の改正規定及び附則第１７条の２の改正規定

（同条第１項及び第２項中「令和８年度」を「令和１１年度」に改める部

分を除く。）並びに次条第４項の規定 令和１０年１月１日

（４） 附則第７条の４の改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則

第１９条の２の次に１条を加える改正規定並びに次条第３項及び第５項の

規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

（令和８年法律第 号）の施行の日の属する年の翌々年の１月１日

（市民税に関する経過措置）

第２条 この条例による改正後のかすみがうら市税条例（以下「新条例」とい

う。）第３６条の３の３第１項及び第２項の規定は、前条第２号に掲げる規定
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の施行の日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する新条例第３

６条の３の３第１項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受

けるべき公的年金等について提出したこの条例による改正前のかすみがうら

市税条例第３６条の３の３第１項の規定による申告書については、なお従前

の例による。

２ 前条第２号に掲げる規定による改正後のかすみがうら市税条例附則第７条

の３第１項及び第２項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和８年１

月１日以後に所得税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第１２号。以

下この項において「所得税法等改正法」という。）第７条の規定による改正後

の租税特別措置法第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第１６項の規

定により同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第１６項に規定

する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第１７項の規定により

同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第１７項に規定する特例既

存住宅及び同条第３５項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみな

される同条第３５項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等を

した家屋（同条第１７項の規定により同条第１項に規定する増改築等をした

家屋とみなされる同条第１７項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、

当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限る。）又は同条第６項に規

定する認定住宅等（同条第１８項の規定により同条第６項に規定する認定住

宅等とみなされる同条第１８項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第

１項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、

市民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第７条の規定によ

る改正前の租税特別措置法第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第２

０項の規定により同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第２０

項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第３５項の規

定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に規定す
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る要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（当該増改築等に係

る部分に限る。）又は同条第１０項に規定する認定住宅等（同条第２１項の規

定により同条第１０項に規定する認定住宅等とみなされる同条第２１項に規

定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の

居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

３ 前条第５号に掲げる規定による改正後のかすみがうら市税条例附則第７条

の４の規定は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び第５項におい

て「５号施行日」という。）の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民

税について適用し、５号施行日の属する年度分までの個人の市民税について

は、なお従前の例による。

４ 新条例附則第１７条の２第４項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が

前条第４号に掲げる規定の施行の日以後に行う新条例附則第１７条の２第１

項の土地等の譲渡について適用する。

５ 新条例附則第１９条の３の規定は、５号施行日の属する年度の翌年度以後

の年度分の個人の市町村民税について適用する。

（固定資産税に関する経過措置）

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部

分は、令和８年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和７年度分

までの固定資産税については、なお従前の例による。

２ 新条例第６３条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資産税について

適用し、令和８年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

３ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された地

方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による

改正前の地方税法（次項において「旧法」という。）附則第１５条第２５項に

規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税につい

ては、なお従前の例による。
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４ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条

の１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改

修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例に

よる。

（軽自動車税に関する経過措置）

第４条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分

の軽自動車税について適用する。

２ この条例の施行の日前の３輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動

車税の環境性能割については、なお従前の例による。

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例

による。

（かすみがうら市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第５条 かすみがうら市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年かすみが

うら市条例第１２号）の一部を次のように改正する。

附則第６条中「の種別割」を削る。
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承認第３号

専決処分事項の承認を求めることについて

かすみがうら市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例について、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した

ので、同条第３項の規定により、これを議会に報告し、承認を求めるもの。

令和８年６月２日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙
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専 決 処 分 書

かすみがうら市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例の制定につい

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことから、別紙のとお

り専決処分する。

令和８年３月３１日

かすみがうら市長 宮 嶋 謙

理 由

地方税法施行令等の一部を改正する政令（令和８年政令第８３号）及び地

方税法施行規則及び地方税法施行規則の一部を改正する等の省令の一部を改

正する省令（令和８年総務省令第４４号）が、令和８年３月３１日に公布さ

れたことに伴い、かすみがうら市国民健康保険税条例等の一部を改正する必

要が生じたため。
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かすみがうら市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例をここに公布す

る。

令和８年３月３１日

かすみがうら市長

令和８年かすみがうら市条例第１９号

かすみがうら市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例

（かすみがうら市国民健康保険税条例の一部改正）

第１条 かすみがうら市国民健康保険税条例（平成１７年かすみがうら市条例

第１０１号）の一部を次のように改正する。

第２７条第３項第１号中「第２４条の３０の５」を「第２４条の３０の６」

に改める。

附則第６項、第７項、第９項から第１６項までの規定中「第１１条」の次に

「、第１３条」を加える。

（かすみがうら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正）

第２条 かすみがうら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（令和８年

かすみがうら市条例第１１号）の一部を次のように改正する。

第２条第２項ただし書を改め、同条に次の１項を加える改正規定を次のよ

うに改める。

第２条第２項ただし書中「が６６万円」を「が６７万円」に、「、６６万円」

を「、６７万円」に改め、同条に次の１項を加える。
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５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２項

の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算

定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額に、当該世帯に属する１８

歳以上被保険者（地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）

第７０３条の４第３０項に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）

につき算定した１８歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。ただし、

加算後の額が３万円を超える場合においては、子ども・子育て支援納付金課

税額は、３万円とする。

第１３条の次に次の２条を加える改正規定のうち第１３条の３見出し中

「国民健康保険の被保険者」を「１８歳以上被保険者」に改める。

第２７条第１項各号列記以外の部分を改め同項第１号に次のように加える

改正規定のうち第２７条第１項各号列記以外の部分中「「が市長が別に定める

額」に、「、６６万円」を「その額」」を「「が６７万円」に、「、６６万円」

を「、６７万円」」に、「市長が別に定める額を超える場合には、その額」を

「３万円を超える場合には、３万円」に、同項第１号オ中「国民健康保険の被

保険者」を「１８歳以上被保険者」に改める。

第２７条第１項第２号を改め同号に次のように加える改正規定のうち第２

７条第１項第２号中「市長が別に定める額」を「３１万円」に、同号オ中「国

民健康保険の被保険者」を「１８歳以上被保険者」に改める。

第２７条第１項第３号を改め同号に次のように加える改正規定のうち第２

７条第１項第３号中「市長が別に定める額」を「５７万円」に、同号オ中「国

民健康保険の被保険者」を「１８歳以上被保険者」に改める。

第２７条に次の１項を加える改正規定を次のように改める。

第２７条に次の１項を加える。

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に１８歳に達する日以後の

最初の３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）
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がある場合における当該納税義務者に対して課する子ども・子育て支援納

付金課税額の被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する１８歳未

満被保険者につき算定した被保険者均等割額（前３項に規定する金額を減

額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）に限

る。）は、当該被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額に相当する額

を減額して得た額とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条の規定は令和８年４月１

日から施行する。
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議案第４１号

地方自治法の一部を改正する法律及び地方自治法施行令等の一部

を改正する政令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

について

地方自治法の一部を改正する法律及び地方自治法施行令等の一部を改正する

政令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を次のとおり制定する。

令和８年６月２日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙

地方自治法の一部を改正する法律及び地方自治法施行令等の一部

を改正する政令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

（かすみがうら市監査委員条例の一部改正）

第１条 かすみがうら市監査委員条例（平成１７年かすみがうら市条例第２１

号）の一部を次のように改正する。

第１１条中「第２４３条の２の８第３項」を「第２４３条の２の９第３項」

に改める。

（かすみがうら市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正）

第２条 かすみがうら市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和２

年かすみがうら市条例第２５号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第２４３条の２の７第１項」を「第２４３条の２の８第１項」

33



に、「第２４３条の２の８第３項」を「第２４３条の２の９第３項」に改める。

第２条中「第１７３条の４第１項第１号」を「第１７３条の５第１項第１

号」に改める。

（かすみがうら市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正）

第３条 かすみがうら市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（平成

１７年かすみがうら市条例第１４４号）の一部を次のように改正する。

第６条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」

に改める。

附 則

この条例は、令和８年９月２４日から施行する。
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議案第４２号

かすみがうら市火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定

について

かすみがうら市火入れに関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定

する。

令和８年６月２日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙

かすみがうら市火入れに関する条例の一部を改正する条例

かすみがうら市火入れに関する条例（平成１７年かすみがうら市条例第１２

１号）の一部を次のように改正する。

第１４条第１項中「、異常乾燥注意報又は火災警報」を「若しくは乾燥注意報

が発表され、又は火災警報、林野火災注意報若しくは林野火災警報」に改め、同

条第２項中「とき、」を「場合」に、「、異常乾燥注意報又は火災警報」を「若し

くは乾燥注意報が発表され、若しくは火災警報、林野火災注意報若しくは林野火

災警報」に、「ときには」を「場合には」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第４３号

令和８年度かすみがうら市一般会計補正予算（第１号）

令和８年度かすみがうら市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３０，０３３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

２０，６７０，０３３千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。

令和８年６月２日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙
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1,532,139

400,686

17,851

17,851

1,849,200

1,849,200

20,640,000

2,342

2,342

8,891

8,891

18,800

18,800

30,033

1,534,481

403,028

26,742

26,742

1,868,000

1,868,000

20,670,033歳 入 合 計

16

20

22

県 支 出 金

繰 越 金

市 債

2

1

1

県 補 助 金

繰 越 金

市 債

歳 入 （単位 千円）
第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

款 項 補正前の額 補正額 計
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2,984,202

2,547,986

7,588,079

4,055,019

1,131,066

1,131,066

615,333

14,509

615,591

615,591

1,830,900

1,830,900

2,029,545

165,960

20,640,000

304

304

132

132

1,360

1,360

8,600

8,600

4,268

4,268

9,840

9,840

5,529

5,529

30,033

2,984,506

2,548,290

7,588,211

4,055,151

1,132,426

1,132,426

623,933

23,109

619,859

619,859

1,840,740

1,840,740

2,035,074

171,489

20,670,033歳 出 合 計

2

3

4

5

6

8

9

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

農 林 水 産 業 費

商 工 費

消 防 費

教 育 費

1

1

1

2

1

1

5

総 務 管 理 費

社 会 福 祉 費

保 健 衛 生 費

林 業 費

商 工 費

消 防 費

保 健 体 育 費

歳 出 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

38



１ 追 加 （単位：千円）

事 項

霞ヶ浦庁舎ＬＥＤ照明器具賃貸
借事業

第 ２ 表 債 務 負 担 行 為 補 正

期 間 限 度 額

令和９年度から令和１８年度 １１，８４６
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1 追 加 （単位 千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

林道法面補修事業債 ６，０００

普通貸借又は
証券発行

３．０％以内（ただし、
利率見直し方式で借り入れ
る政府資金及び地方公共団
体金融機構資金について、
利率の見直しを行った後に
おいては、当該見直し後の
利率）

政府資金については、その融資条
件により、銀行その他の場合にはそ
の債権者と協定するものによる。た
だし、市財政の都合により据置期間
及び償還期限を短縮し、又は繰上償
還もしくは低利に借り換えすること
ができる。

合 計 ６，０００

2 変 更 （単位 千円）

第 ３ 表 地 方 債 補 正

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

ネイチャーセンター空調設備
整備事業債

５，６００ ９，０００

消防庁舎移転事業債 ７６７，３００ ７７６，７００

合 計 ７７２，９００ ７８５，７００

補正後補正前
起債の目的

普通貸借又
は証券発行

３．０％以
内（ただし、
利率見直し方
式で借り入れ
る政府資金及
び地方公共団
体金融機構資
金について、
利率の見直し
を行った後に
おいては、当
該見直し後の
利率）

政府資金につい
ては、その融資条
件により、銀行そ
の他の場合にはそ
の債権者と協定す
るものによる。た
だし、市財政の都
合により据置期間
及び償還期限を短
縮し、又は繰上償
還もしくは低利に
借り換えすること
ができる。

普通貸借又
は証券発行

３．０％以
内（ただし、
利率見直し方
式で借り入れ
る政府資金及
び地方公共団
体金融機構資
金について、
利率の見直し
を行った後に
おいては、当
該見直し後の
利率）

政府資金につい
ては、その融資条
件により、銀行そ
の他の場合にはそ
の債権者と協定す
るものによる。た
だし、市財政の都
合により据置期間
及び償還期限を短
縮し、又は繰上償
還もしくは低利に
借り換えすること
ができる。
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5,990,225

238,120

13,715

50,608

62,987

104,328

1,115,320

105,000

663

66,515

4,150,000

4,000

25,058

50,622

3,484,925

1,532,139

31,199

420,001

1,097,297

17,851

230,227

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,342

0

0

0

8,891

0

5,990,225

238,120

13,715

50,608

62,987

104,328

1,115,320

105,000

663

66,515

4,150,000

4,000

25,058

50,622

3,484,925

1,534,481

31,199

420,001

1,097,297

26,742

230,227

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

市 税

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

配 当 割 交 付 金

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

法 人 事 業 税 交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

環 境 性 能 割 交 付 金

地 方 特 例 交 付 金

地 方 交 付 税

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

分 担 金 及 び 負 担 金

使 用 料 及 び 手 数 料

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

財 産 収 入

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

歳 入 （単位 千円）

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
１ 総 括

款 補正前の額 補正額 計
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1,849,200

20,640,000

18,800

30,033

1,868,000

20,670,033歳 入 合 計

22 市 債

（単位 千円）

款 補正前の額 補正額 計
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151,034

2,984,202

7,588,079

1,131,066

615,333

615,591

1,679,768

1,830,900

2,029,545

2

1,984,480

30,000

20,640,000

0

304

132

1,360

8,600

4,268

0

9,840

5,529

0

0

0

30,033

151,034

2,984,506

7,588,211

1,132,426

623,933

619,859

1,679,768

1,840,740

2,035,074

2

1,984,480

30,000

20,670,033歳 出 合 計

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

議 会 費

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

農 林 水 産 業 費

商 工 費

土 木 費

消 防 費

教 育 費

災 害 復 旧 費

公 債 費

予 備 費

歳 出 （単位 千円）

款 補正前の額 補正額 計

2,600

△258

2,342

6,000

3,400

9,400

18,800

304

132

1,360

1,126

440

5,529

8,891

補正額の財源内訳

特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他
一 般 財 源
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民有林林道事業費補助金

自然環境整備交付金

前年度繰越金

ネイチャーセンター空調設備整備事業債

消防庁舎移転事業債

林道法面補修事業債

37,371

2,953

400,686

17,851

17,851

11,000

878,300

0

1,849,200

2,600

△258

2,342

8,891

8,891

3,400

9,400

6,000

18,800

39,971

2,695

403,028

26,742

26,742

14,400

887,700

6,000

1,868,000

2,600

△258

8,891

3,400

9,400

6,000

（款）

（款）

（款）

16 県支出金

20 繰越金

22 市債

（項）

（項）

（項）

2 県補助金

1 繰越金

1 市債

4

5

1

3

5

7

農 林 水 産 業 費

県 補 助 金

商 工 費 県 補 助 金

計

繰 越 金

計

商 工 債

消 防 債

農 林 水 産 業 債

計

２ 歳 入

2

1

1

1

2

1

林 業 費 補 助 金

商 工 費 補 助 金

繰 越 金

観光施設等整備事

業 債

消防施設整備事業

債

林 道 事 業 債

（単位 千円）

目 補正前の額 補 正 額 計
節

区 分 金 額
説 明
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庁舎照明リース料

障害者自立支援給付審査支
払等システム改修業務委託

鹿行広域火葬場使用料補助
金

林道法面補修工事実施設計
委託
林道法面補修工事

ネイチャーセンター空調設
備等改修工事

埋蔵文化財発掘調査業務

13

12

18

12

14

14

12

02
0202

01
0103

02
0201

01
0101

01
0101

02
0201

庁舎等財産管理事業

障害者対策事業

保健衛生広域事業

林業振興事業

観光施設等管理運営事業

常備消防事業

霞ヶ浦庁舎管理に要する経費

障害者自立支援に要する経費

火葬場運営に要する経費

林業振興に要する経費

雪入ふれあいの里公園等管理
運営に要する経費

常備消防に要する経費

589,929

2,547,986

1,662,849

4,055,019

269,049

1,131,066

14,509

14,509

102,955

615,591

1,651,994

1,830,900

304

304

132

132

1,360

1,360

8,600

8,600

4,268

4,268

9,840

9,840

590,233

2,548,290

1,662,981

4,055,151

270,409

1,132,426

23,109

23,109

107,223

619,859

1,661,834

1,840,740

2,600

2,600

△258

△258

6,000

6,000

3,400

3,400

9,400

9,400

304

304

132

132

1,360

1,360

1,126

1,126

440

440

304

132

1,360

1,800
6,800

4,268

9,840

304

132

1,360

1,800
6,800

4,268

9,840

304
304

132
132

1,360
1,360

8,600
8,600

4,268

4,268

9,840
9,840

（款）

（款）

（款）

（款）

（款）

（款）

2 総務費

3 民生費

4 衛生費

5 農林水産業費

6 商工費

8 消防費

（項）

（項）

（項）

（項）

（項）

（項）

1 総務管理費

1 社会福祉費

1 保健衛生費

2 林業費

1 商工費

1 消防費

5

2

6

1

4

1

財産管理
費

計

障 害 者
福 祉 費

計

保健衛生
対 策 費

計

林業振興
費

計

観光施設
費

計

常備消防
費

計

３ 歳 出

13

12

18

12
14

14

12

使用料
及 び
賃借料

委託料

負担金
、補助
及 び
交付金

委託料
工 事
請負費

工 事
請負費

委託料

（単位 千円）

目 一 般
財 源

節

区 分 金 額
説 明補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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低濃度ＰＣＢ含有変圧器交
換業務委託
低濃度ＰＣＢ含有変圧器収
集運搬・処分業務委託

12

12

01
0105

体育施設管理運営事業
第１常陸野公園管理運営に要
する経費

120,726

165,960

5,529

5,529

126,255

171,489

5,529

5,529

5,529

5,163

366

5,529

5,529

（款） 9 教育費 （項） 5 保健体育費

2体育施設
管 理 費

計

12 委託料

（単位 千円）

目 一 般
財 源

節

区 分 金 額
説 明補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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議案第４４号

小中義務教育学校学習者用コンピュータ機器等の取得について

小中義務教育学校学習者用コンピュータ機器等を取得することについて、か

すみがうら市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（平成１７年かすみがうら市条例第５１号）第３条の規定により、議会の議決を

求める。

令和８年６月２日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙

１ 件 名 小中義務教育学校学習者用コンピュータ機器等購入

２ 納 入 場 所 かすみがうら市教育委員会 他

３ 契約の方 法 随意契約による契約

（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

公募型プロポーザル）

４ 取 得 価 格 １５４，０７４，８００円

５ 契約の相手方 茨城県つくば市春日２－２６－３

リコージャパン株式会社

デジタルサービス営業本部茨城支社公共文教営業部

部長
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議案第４５号

市道路線の変更について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定により、下記の

とおり市道路線を変更することについて、議会の議決を求める。

令和８年６月２日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙

路線名 道路区域(区間） 敷地の幅員 総延長

種別 番号 起点側(地番) 終点側(地番) 最小～最大(m) (m)

1 級 6-0016

（変更前）

下稲吉 2320 番 1

（変更後）

下稲吉 2321 番 3

下稲吉 2298 番 2

（変更なし）

13.00～17.00

（変更なし）

（変更前）

260.00

（変更後）

220.00
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広域位置図（千代田地区）

市道6-0016号線

市役所(千代田庁舎)

市役所(中央庁舎)
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終点

変更前

起点

変更後

起点

路線変更箇所【市道6-0016号線】

【変更前】

起点：下稲吉2320番1

終点：下稲吉2298番2

延長：260.00ｍ

幅員：（最小）13.00m （最大）17.00m

【変更後】

起点：下稲吉2321番3

終点：下稲吉2298番2

延長：220.00m

幅員：（最小）13.00m （最大）17.00m

市道8-0455号線

詳細位置図（変更路線図）

変更前路線

変更後路線

凡 例
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議案第４６号

市道路線の廃止について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定により、下記の

とおり市道路線を廃止することについて、議会の議決を求める。

令和８年６月２日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙

路線名 道路区域(区間） 敷地の幅員 総延長

種別 番号 起点側(地番) 終点側(地番) 最小～最大(m) (m)

その他 5008 西成井 2566 番 5 西成井 2566 番 12 2.50～2.58 149.29
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広域位置図（霞ヶ浦地区）

市道5008号線

市役所（霞ケ浦庁舎）
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詳細位置図 （廃止路線図）

起点

終点

市道5008号線

【路線廃止箇所】

市道5008号線

起点：西成井2566番5

終点：西成井2566番12

延長：149.29m

最小幅員：2.50m

最大幅員：2.58m
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（参考資料）

付議事件（条例）条文新旧対照表

かすみがうら市税条例 新旧対照表

改正前 改正後

(納税証明事項) (納税証明事項)

第18条の3 地方税法施行規則(昭和29年総理

府令第23号。以下「施行規則」という。)

第1条の9第2号に規定する事項は、道路運

送車両法(昭和26年法律第185号)第59条第1

項に規定する検査対象軽自動車又は2輪の

小型自動車について、天災その他やむを得

ない理由により種別割を滞納している場合

において、その旨とする。

第18条の3 地方税法施行規則(昭和29年総理

府令第23号。以下「施行規則」という。)

第1条の9第2号に規定する事項は、道路運

送車両法(昭和26年法律第185号)第59条第1

項に規定する検査対象軽自動車又は2輪の

小型自動車について、天災その他やむを得

ない理由により軽自動車税を滞納している

場合において、その旨とする。

(納期限後に納付し、又は納入する税金又

は納入金に係る延滞金)

(納期限後に納付し、又は納入する税金又

は納入金に係る延滞金)

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第40

条、第46条、第46条の2若しくは第46条の

5(第53条の7の2において準用する場合を含

む。以下この条において同じ。)、第47条

の4第1項(第47条の5第3項において準用す

る場合を含む。以下この条において同

じ。)、第48条第1項(法第321条の8第34項

及び第35項の申告書に係る部分を除

く。)、第53条の7、第67条、第81条の6第1

項、第83条第2項、第98条第1項若しくは第

2項、第102条第2項、第139条第1項に規定

する納期限後にその税金を納付し、又は納

入金を納入する場合には、当該税額又は納

入金額にその納期限(納期限の延長があっ

たときは、その延長された納期限とする。

以下第1号、第2号及び第5号において同

じ。)の翌日から納付又は納入の日までの

期間の日数に応じ、年14.6パーセント(次

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第40

条、第46条、第46条の2若しくは第46条の

5(第53条の7の2において準用する場合を含

む。以下この条において同じ。)、第47条

の4第1項(第47条の5第3項において準用す

る場合を含む。以下この条において同

じ。)、第48条第1項(法第321条の8第34項

及び第35項の申告書に係る部分を除

く。)、第53条の7、第67条、第83条第2

項、第98条第1項若しくは第2項、第102条

第2項、第139条第1項に規定する納期限後

にその税金を納付し、又は納入金を納入す

る場合には、当該税額又は納入金額にその

納期限(納期限の延長があったときは、そ

の延長された納期限とする。以下第1号、

第2号及び第5号において同じ。)の翌日か

ら納付又は納入の日までの期間の日数に応

じ、年14.6パーセント(次の各号に掲げる
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の各号に掲げる税額の区分に応じ、第1号

から第4号までに掲げる期間並びに第5号及

び第6号に定める日までの期間について

は、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算

した金額に相当する延滞金額を加算して納

付書によって納付し、又は納入書によって

納入しなければならない。

税額の区分に応じ、第1号から第4号までに

掲げる期間並びに第5号及び第6号に定める

日までの期間については、年7.3パーセン

ト)の割合を乗じて計算した金額に相当す

る延滞金額を加算して納付書によって納付

し、又は納入書によって納入しなければな

らない。

(1) (略) (1) (略)

(2) 第81条の6第1項の申告書、第98条第1項

若しくは第2項の申告書又は第139条第1項

の申告書に係る税額(第4号に掲げる税額を

除く。) 当該税額に係る納期限の翌日か

ら1月を経過する日までの期間

(2) 第98条第1項若しくは第2項の申告書又

は第139条第1項の申告書に係る税額(第4号

に掲げる税額を除く。) 当該税額に係る

納期限の翌日から1月を経過する日までの

期間

(3) 第81条の6第1項の申告書、第98条第1項

若しくは第2項の申告書又は第139条第1項

の申告書で、その提出期限後に提出したも

のに係る税額 当該提出した日までの期間

又はその日の翌日から1月を経過する日ま

での期間

(3) 第98条第1項若しくは第2項の申告書又

は第139条第1項の申告書で、その提出期限

後に提出したものに係る税額 当該提出し

た日までの期間又はその日の翌日から1月

を経過する日までの期間

(4)～(6) (略) (4)～(6) (略)

(所得割の課税標準) (所得割の課税標準)

第33条 (略) 第33条 (略)

2 (略) 2 (略)

3 法第23条第1項第15号に規定する特定配当

等(以下この項及び次項並びに第34条の9に

おいて「特定配当等」という。)に係る所

得を有する者に係る総所得金額は、当該特

定配当等に係る所得の金額を除外して算定

する。

3 法第23条第1項第15号に規定する特定配当

等(次項及び第34条の9において「特定配当

等」という。)(同号ロに掲げるものを除

く。以下この項において同じ。)に係る所

得を有する者に係る総所得金額は、当該特

定配当等に係る所得の金額を除外して算定

する。

4～6 (略) 4～6 (略)

(寄附金税額控除) (寄附金税額控除)

第34条の7 (略) 第34条の7 (略)

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第11

項(法附則第5条の6第2項の規定により読み

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第11

項(法附則第5条の6第3項又は第4項の規定
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替えて適用される場合を含む。)に定める

ところにより計算した金額とする。

により読み替えて適用される場合を含

む。)に定めるところにより計算した金額

とする。

(市民税の申告) (市民税の申告)

第36条の2 第23条第1項第1号に掲げる者

は、3月15日までに、施行規則第5号の4様

式(別表)による申告書を市長に提出しなけ

ればならない。ただし、法第317条の6第1

項又は第4項の規定により給与支払報告書

又は公的年金等支払報告書を提出する義務

がある者から、1月1日現在において給与又

は公的年金等の支払を受けている者で、前

年中において給与所得以外の所得又は公的

年金等に係る所得以外の所得を有しなかっ

た者(公的年金等に係る所得以外の所得を

有しなかった者で社会保険料控除額(令第

48条の9の7に規定するものを除く。)、小

規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控

除額、地震保険料控除額、勤労学生控除

額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務

者(前年の合計所得金額が900万円以下であ

るものに限る。)の法第314条の2第1項第10

号の2に規定する自己と生計を一にする配

偶者(前年の合計所得金額が95万円以下で

あるものに限る。)で控除対象配偶者に該

当しないものに係るものを除く。)、法第

314条の2第4項に規定する扶養控除額若し

くは特定親族特別控除額(特定親族(同条の

2第1項第12号に規定する特定親族をいう。

第36条の3の2第1項第3号及び第36条の3の3

第1項において同じ。)(前年の合計所得金

額が85万円以下であるものに限る。)に係

るものを除く。)の控除又はこれらと併せ

て雑損控除額若しくは医療費控除額の控

除、法第313条第8項に規定する純損失の金

額の控除、同条第9項に規定する純損失若

第36条の2 第23条第1項第1号に掲げる者

は、3月15日までに、施行規則第5号の4様

式(別表)による申告書を市長に提出しなけ

ればならない。ただし、法第317条の6第1

項又は第4項の規定により給与支払報告書

又は公的年金等支払報告書を提出する義務

がある者から、1月1日現在において給与又

は公的年金等の支払を受けている者で、前

年中において給与所得以外の所得又は公的

年金等に係る所得以外の所得を有しなかっ

た者(公的年金等に係る所得以外の所得を

有しなかった者で社会保険料控除額(令第

48条の9の7に規定するものを除く。)、小

規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控

除額、地震保険料控除額、勤労学生控除

額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務

者(前年の合計所得金額が900万円以下であ

るものに限る。)の法第314条の2第1項第10

号の2に規定する自己と生計を一にする配

偶者(前年の合計所得金額が95万円以下で

あるものに限る。)で控除対象配偶者に該

当しないものに係るものを除く。)、法第

314条の2第4項に規定する扶養控除額若し

くは特定親族特別控除額(特定親族(同条第

1項第12号に規定する特定親族をいう。第

36条の3の2第1項第3号並びに第36条の3の3

第1項及び第2項第4号において同じ。)(前

年の合計所得金額が85万円以下であるもの

に限る。)に係るものを除く。)の控除又は

これらと併せて雑損控除額若しくは医療費

控除額の控除、法第313条第8項に規定する

純損失の金額の控除、同条第9項に規定す
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しくは雑損失の金額の控除若しくは第34条

の7第1項(同項第2号に掲げる寄附金(特定

非営利活動促進法第2条第3項に規定する認

定特定非営利活動法人及び同条第4項に規

定する特例認定特定非営利活動法人に対す

るものを除く。第6項において同じ。)に係

る部分を除く。)及び第2項の規定により控

除すべき金額(以下この条において「寄附

金税額控除額」という。)の控除を受けよ

うとするものを除く。以下この条において

「給与所得等以外の所得を有しなかった

者」という。)及び第24条第2項に規定する

者(施行規則第2条の2第1項の表の上欄の

(二)に掲げる者を除く。)については、こ

の限りではない。

る純損失若しくは雑損失の金額の控除若し

くは第34条の7第1項(同項第2号に掲げる寄

附金(特定非営利活動促進法第2条第3項に

規定する認定特定非営利活動法人及び同条

第4項に規定する特例認定特定非営利活動

法人に対するものを除く。第6項において

同じ。)に係る部分を除く。)及び第2項の

規定により控除すべき金額(以下この条に

おいて「寄附金税額控除額」という。)の

控除を受けようとするものを除く。以下こ

の条において「給与所得等以外の所得を有

しなかった者」という。)及び第24条第2項

に規定する者(施行規則第2条の2第1項の表

の上欄の(二)に掲げる者を除く。)につい

ては、この限りでない。

2～10 (略) 2～10 (略)

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親

族等申告書)

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親

族等申告書)

第36条の3の2 所得税法第194条第1項の規定

により同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者(以下この条において「給

与所得者」という。)で市内に住所を有す

るものは、当該申告書の提出の際に経由す

べき同項に規定する給与等の支払者(以下

この条において「給与支払者」という。)

から毎年最初に給与の支払を受ける日の前

日までに、施行規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申告書を、

当該給与支払者を経由して、市長に提出し

なければならない。

第36条の3の2 所得税法第194条第1項の規定

により同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者(以下この条において「給

与所得者」という。)で市内に住所を有す

るものは、当該申告書の提出の際に経由す

べき同項に規定する給与等の支払者(以下

この条において「給与支払者」という。)

から毎年最初に給与の支払を受ける日の前

日までに、施行規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申告書を、

当該給与支払者を経由して、市長に提出し

なければならない。

(1) (略) (1) (略)

(2) 所得割の納税義務者(合計所得金額が

1,000万円以下であるものに限る。)の自己

と生計を一にする配偶者(法律第313条第3

項に規定する青色事業専従者に該当するも

ので同項に規定する給与の支払を受けるも

(2) 所得割の納税義務者(合計所得金額が

1,000万円以下であるものに限る。)の自己

と生計を一にする配偶者(法律第313条第3

項に規定する青色事業専従者に該当するも

ので同項に規定する給与の支払を受けるも
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の及び同条第4項に規定する事業専従者に

該当するものを除き、合計所得金額が133

万円以下であるものに限る。次条第1項に

おいて同じ。)の氏名

の及び同条第4項に規定する事業専従者に

該当するものを除く。次条第1項第2号にお

いて同じ。)(合計所得金額が133万円以下

であるものに限る。)の氏名

(3)及び(4) (略) (3)及び(4) (略)

2～4 (略) 2～4 (略)

5 給与所得者は、第1項及び第3項の規定に

よる申告書の提出の際に経由すべき給与支

払者が令第48条の9の7の2において準用す

る令第8条の2の2に規定する要件を満たす

場合には、施行規則で定めるところによ

り、当該申告書の提出に代えて、当該給与

支払者に対し、当該申告書に記載すべき事

項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法であって施行規則で定めるものをい

う。次条第4項及び第53条の9第3項におい

て同じ。)により提供することができる。

5 給与所得者は、第1項及び第3項の規定に

よる申告書の提出の際に経由すべき給与支

払者が令第48条の9の7の2において準用す

る令第8条の2の2に規定する要件を満たす

場合には、施行規則で定めるところによ

り、当該申告書の提出に代えて、当該給与

支払者に対し、当該申告書に記載すべき事

項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法であって施行規則で定めるものをい

う。次条第5項及び第53条の9第3項におい

て同じ。)により提供することができる。

6 (略) 6 (略)

(個人の市民税に係る公的年金等受給者の

扶養親族等申告書)

(個人の市民税に係る公的年金等受給者の

扶養親族等申告書)

第36条の3の3 所得税法第203条の6第1項の

規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者又は法の施行地におい

て同項に規定する公的年金等(所得税法第

203条の7の規定の適用を受けるものを除

く。以下この項において「公的年金等」と

いう。)の支払を受ける者であつて、特定

配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額

が900万円以下であるものに限る。)の自己

と生計を一にする配偶者(退職手当等(第53

条の2に規定する退職手当等に限る。以下

この頃において同じ。)に係る所得を有す

る者であって、合計所得金額が95万円以下

であるものに限る。)をいう。第2号におい

て同じ。)又は扶養親族(年齢16歳未満の者

第36条の3の3 次に掲げる者(以下この条に

おいて「公的年金等受給者」という。)

は、公的年金等支払者(所得税法第203条の

6第1項に規定する申告書の提出の際に経由

すべき同項に規定する公的年金等(以下こ

の項において「公的年金等」という。)の

支払者をいう。以下この条において同

じ。)から毎年最初に公的年金等の支払を

受ける日の前日までに、施行規則で定める

ところにより、次項各号に掲げる事項を記

載した申告書を、当該公的年金等支払者を

経由して、市長に提出しなければならな

い。
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又は控除対象扶養親族であって退職手当等

に係る所得を有する者。)若しくは特定親

族(退職手当等に係る所得を有する者であ

って、合計所得金額が85万円以下であるも

のに限る。)を有する者(以下この条におい

て「公的年金等受給者」という。)で市内

に住所を有するものは、当該申告書の提出

の際に経由すべき所得税法第203条の6第1

項に規定する公的年金等の支払者(以下こ

の条において「公的年金等支払者」とい

う。)から毎年最初に公的年金等の支払を

受ける日の前日までに、施行規則で定める

ところにより、次に掲げる事項を記載した

申告書を、当該公的年金等支払者を経由し

て、市長に提出しなければならない。

(1) 当該公的年金等支払者の名称 (1) 所得税法第203条の6第1項の規定により

同項に規定する申告書を提出しなければな

らない者

(2) 特定配偶者の氏名 (2) 法の施行地において公的年金等(所得税

法第203条の7の規定の適用を受けるものを

除く。)の支払を受ける第23条第1項第1号

に掲げる者であって、特定配偶者(所得割

の納税義務者(合計所得金額が900万円以下

であるものに限る。)の自己と生計を一に

する配偶者(合計所得金額が95万円以下で

あるものに限る。)をいう。次号及び次項

第3号において同じ。)(退職手当等(第53条

の2に規定する退職手当等に限る。以下こ

の号において同じ。)に係る所得を有する

者に限る。)又は扶養親族(年齢16歳未満の

者又は控除対象扶養親族であって退職手当

等に係る所得を有する者に限る。)若しく

は特定親族(退職手当等に係る所得を有す

る者であって、合計所得金額が85万円以下

であるものに限る。)を有する者

(3) 扶養親族又は特定親族の氏名 (3) 法の施行地において公的年金等(所得税
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法第203条の7の規定の適用を受けるものに

限る。)の支払を受ける第23条第1項第1号

に掲げる者(当該年中に支払を受けるべき

当該公的年金等の額がその年最初に当該公

的年金等の支払を受けるべき日の前日の現

況において令第48条の9の7の3に定める金

額に満たない者を除く。)であって、障害

者、寡婦若しくはひとり親に該当する者又

は特定配偶者若しくは扶養親族(年齢16歳

未満の者又は控除対象扶養親族に限る。)

若しくは特定親族(合計所得金額が85万円

以下であるものに限る。)を有する者

(4) その他施行規則で定める事項 ＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2 前項の規定による申告書の記載事項は、

次に掲げる事項とする。

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (1) 公的年金等支払者の名称

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) 公的年金等受給者が、法第314条の2第1

項第6号に規定する特別障害者又はその他

の障害者に該当する場合にはその旨及びそ

の該当する事実並びに寡婦又はひとり親に

該当する場合にはその旨

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿ (3) 特定配偶者の氏名

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (4) 扶養親族又は特定親族の氏名

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (5) その他施行規則で定める事項

2 前項又は法第317条の3の3第1項の規定に

よる申告書を公的年金等支払者を経由して

提出する場合において、当該申告書に記載

すべき事項がその年の前年において当該公

的年金等支払者を経由して提出した前項又

は法第317条の3の3第1項の規定による申告

書に記載した事項と異動がないときは、公

的年金等受給者は、当該公的年金等支払者

が所得税法第203条の6第2項に規定する国

税庁長官の承認を受けている場合に限り、

施行規則で定めるところにより、前項又は

法第317条の3の3第1項の規定により記載す

3 第1項又は法第317条の3の3第1項の規定に

よる申告書を公的年金等支払者を経由して

提出する場合において、当該申告書に記載

すべき事項がその年の前年において当該公

的年金等支払者を経由して提出した第1項

又は同条第1項の規定による申告書に記載

した事項と異動がないときは、公的年金等

受給者は、当該公的年金等支払者が所得税

法第203条の6第2項に規定する国税庁長官

の承認を受けている場合に限り、施行規則

で定めるところにより、第1項又は法第317

条の3の3第1項の規定により記載すべき事
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べき事項に代えて当該異動がない旨を記載

した前項又は法第317条の3の3第1項の規定

による申告書を提出することができる。

項に代えて当該異動がない旨を記載した第

1項又は同条第1項の規定による申告書を提

出することができる。

3 (略) 4 (略)

4 公的年金等受給者は、第1項の規定による

申告書の提出の際に経由すべき公的年金等

支払者が令第48条の9の7の3において準用

する令第8条の2の2に規定する要件を満た

す場合には、施行規則で定めるところによ

り、当該申告書の提出に代えて、当該公的

年金等支払者に対し、当該申告書に記載す

べき事項を電磁的方法により提供すること

ができる。

5 公的年金等受給者は、第1項の規定による

申告書の提出の際に経由すべき公的年金等

支払者が令第48条の9の8において準用する

令第8条の2の2に規定する要件を満たす場

合には、施行規則で定めるところにより、

当該申告書の提出に代えて、当該公的年金

等支払者に対し、当該申告書に記載すべき

事項を電磁的方法により提供することがで

きる。

5 前項の規定の適用がある場合における第3

項の規定の適用については、同項中「申告

書が」とあるのは「申告書に記載すべき事

項を」と、「公的年金等支払者に受理され

たとき」とあるのは「公的年金等支払者が

提供を受けたとき」と、「受理された日」

とあるのは「提供を受けた日」とする。

6 前項の規定の適用がある場合における第4

項の規定の適用については、同項中「申告

書が」とあるのは「申告書に記載すべき事

項を」と、「公的年金等支払者に受理され

たとき」とあるのは「公的年金等支払者が

提供を受けたとき」と、「受理された日」

とあるのは「提供を受けた日」とする。

(固定資産税の免税点) (固定資産税の免税点)

第63条 同一の者について、その者の所有に

係る土地、家屋及び償却資産に対して課す

る固定資産税の課税標準となるべき額が土

地にあっては30万円、家屋にあっては20万

円、償却資産にあっては150万円に満たな

い場合においては、固定資産税を課さな

い。

第63条 同一の者について、その者の所有に

係る土地、家屋及び償却資産に対して課す

る固定資産税の課税標準となるべき額が土

地又は家屋にあっては30万円、償却資産に

あっては180万円に満たない場合において

は、固定資産税を課さない。

(軽自動車税の納税義務者等) (軽自動車税の納税義務者等)

第80条 軽自動車税は、3輪以上の軽自動車

に対し、当該3輪以上の軽自動車の取得者

に環境性能割によって、軽自動車等に対

し、当該軽自動車等の所有者に種別割によ

って課する。

第80条 軽自動車税は、軽自動車等に対し、

その所有者に課する。

2 前項に規定する3輪以上の軽自動車の取得 _ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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者には、法第443条第2項に規定する者を含

まないものとする。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿_

3 軽自動車等の所有者が法第445条第1項の

規定により種別割を課することができない

者である場合には、第1項の規定にかかわ

らず、その使用者に課する。ただし、公用

又は公共の用に供する軽自動車等について

は、これを課さない。

2 軽自動車等の所有者が法第445条第1項の

規定により軽自動車税を課することができ

ない者である場合には、前項の規定にかか

わらず、当該軽自動車等の使用者に軽自動

車税を課する。ただし、公用又は公共の用

に供する軽自動車等については、この限り

でない。

(軽自動車税のみなす課税) (軽自動車税のみなす課税)

第81条 軽自動車等の売買契約において売主

が当該軽自動車等の所有権を留保している

場合には、軽自動車税の賦課徴収について

は、買主を前条第1項に規定する3輪以上の

軽自動車の取得者(以下この節において「3

輪以上の軽自動車の取得者」という。)又

は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動

車税を課する。

第81条 軽自動車等の売買契約において売主

が当該軽自動車等の所有権を留保している

場合には、買主を軽自動車等の所有者とみ

なして、軽自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係

る軽自動車等について、買主の変更があっ

たときは、新たに買主となる者を3輪以上

の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有

者とみなして、軽自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係

る軽自動車等について、買主の変更があっ

たときは、新たに買主となる者を軽自動車

等の所有者とみなして、軽自動車税を課す

る。

3 法第444条第3項に規定する販売業者等(以

下この項において「販売業者等」とい

う。)が、その製造により取得した3輪以上

の軽自動車又はその販売のためその他運行

(道路運送車両法第2条第5項に規定する運

行をいう。次項において同じ。)以外の目

的に供するため取得した3輪以上の軽自動

車について、当該販売業者等が、法第444

条第3項に規定する車両番号の指定を受け

た場合(当該車両番号の指定前に第1項の規

定の適用を受ける売買契約の締結が行われ

た場合を除く。)には、当該販売業者等を3

輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環
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境性能割を課する。

4 法の施行地外で3輪以上の軽自動車を取得

した者が、当該3輪以上の軽自動車を法の

施行地内に持ち込んで運行の用に供した場

合には、当該3輪以上の軽自動車を運行の

用に供する者を3輪以上の軽自動車の取得

者とみなして、環境性能割を課する。

(環境性能割の課税標準)

第81条の3 環境性能割の課税標準は、3輪以

上の軽自動車の取得のために通常要する価

額として施行規則第15条の10に定めるとこ

ろにより算定した金額とする。

(環境性能割の税率)

第81条の4 次の各号に掲げる3輪以上の軽自

動車に対して課する環境性能割の税率は、

当該各号に定める率とする。

(1) 法第451条第1項(同条第4項又は第5項に

おいて準用する場合を含む。)の規定の適

用を受けるもの 100分の1

(2) 法第451条第2項(同条第4項又は第5項に

おいて準用する場合を含む。)の規定の適

用を受けるもの 100分の2

(3) 法第451条第3項の規定の適用を受ける

もの 100分の3

(環境性能割の徴収の方法)

第81条の5 環境性能割の徴収については、

申告納付の方法によらなければならない。

(環境性能割の申告納付)

第81条の6 環境性能割の納税義務者は、法

第454条第1項各号に掲げる3輪以上の軽自

動車の区分に応じ、当該各号に定める時又

は日までに、施行規則第33号の4様式によ

る申告書を市長に提出するとともに、その

申告に係る環境性能割額を納付しなければ

ならない。
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2 3輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割

の納税義務者を除く。)は、法第454条第1

項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める時又は日までに、施行規則第33号の4

様式による報告書を市長に提出しなければ

ならない。

(環境性能割に係る不申告等に関する過料)

第81条の7 環境性能割の納税義務者が前条

の規定により申告し、又は報告すべき事項

について正当な事由がなくて申告又は報告

をしなかった場合には、その者に対し、10

万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が

定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発す

る納入通知書に指定すべき納期限は、その

発付の日から10日以内とする。

(環境性能割の減免)

第81条の8 市長は、公益のため直接専用す

る3輪以上の軽自動車又は第90条第1項各号

に掲げる軽自動車等(3輪以上のものに限

る。)のうち必要と認めるものに対して

は、環境性能割を減免する。

2 前項の規定による環境性能割の減免を受

けるための手続その他必要な事項について

は、規則で定める。

(種別割の税率) (軽自動車税の税率)

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対し

て課する種別割の税率は、1台についてそ

れぞれ当該各号に定める額とする。

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対し

て課する軽自動車税の税率は、1台につい

てそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略)

(種別割の賦課期日及び納期) (軽自動車税の賦課期日及び納期)

第83条 種別割の賦課期日は、4月1日とす

る。

第83条 軽自動車税の賦課期日は、4月1日と

する。

2 種別割の納期は、5月17日から5月31日ま 2 軽自動車税の納期は、5月17日から5月31
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でとする。 日までとする。

(種別割の徴収の方法) (軽自動車税の徴収の方法)

第85条 種別割は、普通徴収の方法によって

徴収する。

第85条 軽自動車税は、普通徴収の方法によ

って徴収する。

(種別割に関する申告又は報告) (軽自動車税に関する申告又は報告)

第87条 種別割の納税義務者である軽自動車

等の所有者又は使用者(以下この節におい

て「軽自動車等の所有者等」という。)

は、軽自動車等の所有者等となった日から

15日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動

車の所有者又は使用者にあっては施行規則

第33号の4の2様式による申告書、原動機付

自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使

用者にあっては施行規則第33号の5様式に

よる申告書並びにその者の住所を証明すべ

き書類を市長に提出しなければならない。

第87条 軽自動車税の納税義務者である軽自

動車等の所有者又は使用者(以下この節に

おいて「軽自動車等の所有者等」とい

う。)は、軽自動車等の所有者等となった

日から15日以内に、軽自動車及び二輪の小

型自動車の所有者又は使用者にあっては施

行規則第33号の4様式による申告書、原動

機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又

は使用者にあっては施行規則第33号の5様

式による申告書並びにその者の住所を証明

すべき書類を市長に提出しなければならな

い。

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告

事項について変更があった場合において

は、その事由が生じた日から15日以内に、

当該変更があった事項について軽自動車及

び二輪の小型自動車の所有者又は使用者に

あっては施行規則第33号の4の2様式による

申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊

自動車の所有者又は使用者にあっては施行

規則第33号の5様式による申告書を市長に

提出しなければならない。ただし、次項の

規定により申告書を提出すべき場合につい

ては、この限りでない。

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告

事項について変更があった場合において

は、その事由が生じた日から15日以内に、

当該変更があった事項について軽自動車及

び二輪の小型自動車の所有者又は使用者に

あっては施行規則第33号の4様式による申

告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自

動車の所有者又は使用者にあっては施行規

則第33号の5様式による申告書を市長に提

出しなければならない。ただし、次項の規

定により申告書を提出すべき場合について

は、この限りでない。

3 軽自動車等の所有者等でなくなった者

は、軽自動車等の所有者等でなくなった日

から30日以内に、軽自動車及び二輪の小型

自動車の所有者又は使用者にあっては施行

規則第33号の4の2様式による申告書並びに

原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有

3 軽自動車等の所有者等でなくなった者

は、軽自動車等の所有者等でなくなった日

から30日以内に、軽自動車及び二輪の小型

自動車の所有者又は使用者にあっては施行

規則第33号の4様式による申告書並びに原

動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者
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者又は使用者にあっては施行規則第34号様

式による申告書を市長に提出しなければな

らない。

又は使用者にあっては施行規則第34号様式

による申告書を市長に提出しなければなら

ない。

4 (略) 4 (略)

(種別割に係る不申告等に関する過料) (軽自動車税に係る不申告等に関する過料)

第88条 (略) 第88条 (略)

2及び3 (略) 2及び3 (略)

(種別割の減免) (軽自動車税の減免)

第89条 市長は、公益のため直接専用する軽

自動車等のうち必要と認めるものに対して

は、種別割を減免する。

第89条 市長は、公益のため直接専用する軽

自動車等のうち必要と認めるものに対して

は、軽自動車税を減免する。

2 前項の規定によって種別割の減免を受け

ようとする者は、納期限までに、当該軽自

動車等について減免を受けようとする税額

及び次の各号に掲げる事項を記載した申請

書に減免を必要とする事由を証明する書類

を添付し、これを市長に提出しなければな

らない。

2 前項の規定によって軽自動車税の減免を

受けようとする者は、納期限までに、当該

軽自動車等について減免を受けようとする

税額及び次の各号に掲げる事項を記載した

申請書に減免を必要とする事由を証明する

書類を添付し、これを市長に提出しなけれ

ばならない。

(1)～(8) (略) (1)～(8) (略)

3 第1項の規定によって種別割の減免を受け

た者は、この事由が消滅した場合において

は、直ちにその旨を市長に申告しなければ

ならない。

3 第1項の規定によって軽自動車税の減免を

受けた者は、この事由が消滅した場合にお

いては、直ちにその旨を市長に申告しなけ

ればならない。

(身体障害者等に対する種別割の減免) (身体障害者等に対する軽自動車税の減免)

第90条 市長は、次の各号に掲げる軽自動車

等のうち必要と認めるものに対しては、種

別割を減免する。

第90条 市長は、次の各号に掲げる軽自動車

等のうち必要と認めるものに対しては、軽

自動車税を減免する。

(1)及び(2) (略) (1)及び(2) (略)

2 前項第1号の規定によって種別割の減免を

受けようとする者は、納期限までに市長に

対して、身体障害者福祉法第15条の規定に

より交付された身体障害者手帳(戦傷病者

特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の

規定により戦傷病者手帳の交付を受けてい

る者で、身体障害者手帳の交付を受けてい

2 前項第1号の規定によって軽自動車税の減

免を受けようとする者は、納期限までに市

長に対して、身体障害者福祉法第15条の規

定により交付された身体障害者手帳(戦傷

病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4

条の規定により戦傷病者手帳の交付を受け

ている者で、身体障害者手帳の交付を受け
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ない者にあっては、戦傷病者手帳とする。

以下この項において「身体障害者手帳」と

いう。)、厚生労働大臣が定めるところに

より交付された療育手帳(以下この項にお

いて「療育手帳」という。)又は精神保健

及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25

年法律第123号)第45条の規定により交付さ

れた精神障害者保健福祉手帳(以下この項

において「精神障害者保健福祉手帳」とい

う。)及び道路交通法(昭和35年法律第105

号)第92条の規定により交付された身体障

害者若しくは身体障害者等と生計を一にす

る者若しくは身体障害者等(身体障害者等

のみで構成される世帯の者に限る。)を常

時介護する者の運転免許証(以下この項に

おいて「運転免許証」という。)又はこれ

らの者の特定免許情報(同法第95条の2第2

項に規定する特定免許情報をいう。次項に

おいて同じ。)が記録された免許情報記録

個人番号カード(同法第95条の2第4項に規

定する免許情報記録個人番号カードをい

う。次項において同じ。)を提示するとと

もに、次の各号に掲げる事項を記載した申

請書に減免を必要とする理由を証明する書

類を添付して提出しなければならない。

ていない者にあっては、戦傷病者手帳とす

る。以下この項において「身体障害者手

帳」という。)、厚生労働大臣が定めると

ころにより交付された療育手帳(以下この

項において「療育手帳」という。)又は精

神保健及び精神障害者福祉に関する法律

(昭和25年法律第123号)第45条の規定によ

り交付された精神障害者保健福祉手帳(以

下この項において「精神障害者保健福祉手

帳」という。)及び道路交通法(昭和35年法

律第105号)第92条の規定により交付された

身体障害者若しくは身体障害者等と生計を

一にする者若しくは身体障害者等(身体障

害者等のみで構成される世帯の者に限

る。)を常時介護する者の運転免許証(以下

この項において「運転免許証」という。)

又はこれらの者の特定免許情報(同法第95

条の2第2項に規定する特定免許情報をい

う。次項において同じ。)が記録された免

許情報記録個人番号カード(同法第95条の2

第4項に規定する免許情報記録個人番号カ

ードをいう。次項において同じ。)を提示

するとともに、次の各号に掲げる事項を記

載した申請書に減免を必要とする理由を証

明する書類を添付して提出しなければなら

ない。

(1)～(6) (略) (1)～(6) (略)

3 (略) 3 (略)

4 第1項第2号の規定によって種別割の減免

を受けようとする者は、納期限までに市長

に対して、当該軽自動車等の提示(市長

が、当該軽自動車等の提示に代わると認め

る書類の提出がある場合には、当該書類の

提出)をするとともに、前条第2項各号に掲

げる事項を記載した申請書を提出しなけれ

ばならない。

4 第1項第2号の規定によって軽自動車税の

減免を受けようとする者は、納期限までに

市長に対して、当該軽自動車等の提示(市

長が、当該軽自動車等の提示に代わると認

める書類の提出がある場合には、当該書類

の提出)をするとともに、前条第2項各号に

掲げる事項を記載した申請書を提出しなけ

ればならない。
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5 前条第3項の規定は、第1項の規定によっ

て種別割の減免を受けている者について準

用する。

5 前条第3項の規定は、第1項の規定によっ

て軽自動車税の減免を受けている者につい

て準用する。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標

識の交付等)

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標

識の交付等)

第91条 (略) 第91条 (略)

2 法第445条若しくは第81条の2又は第80条

第3項ただし書の規定によって種別割を課

することのできない原動機付自転車又は小

型特殊自動車の所有者又は使用者は、その

主たる定置場が市内に所在することとなっ

たときは、その事由が発生した日から15日

以内に、市長に対し、標識交付申請書を提

出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型

特殊自動車の提示をして、その車体に取り

付けるべき標識の交付を受けなければなら

ない。種別割を課されるべき原動機付自転

車又は小型特殊自動車が法第445条若しく

は第81条の2又は第80条第3項ただし書の規

定によって種別割を課されないこととなっ

たときにおける当該原動機付自転車又は小

型特殊自動車の所有者又は使用者について

も、また同様とする。

2 法第445条若しくは第81条の2又は第80条

第2項ただし書の規定によって軽自動車税

を課することのできない原動機付自転車又

は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、

その主たる定置場が市内に所在することと

なったときは、その事由が発生した日から

15日以内に、市長に対し、標識交付申請書

を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は

小型特殊自動車の提示をして、その車体に

取り付けるべき標識の交付を受けなければ

ならない。軽自動車税を課されるべき原動

機付自転車又は小型特殊自動車が法第445

条若しくは第81条の2又は第80条第2項ただ

し書の規定によって軽自動車税を課されな

いこととなったときにおける当該原動機付

自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使

用者についても、また同様とする。

3～6 (略) 3～6 (略)

7 第2項の標識及び第3項の証明書の交付を

受けた者は、当該原動機付自転車又は小型

特殊自動車の主たる定置場が市内に所在し

ないこととなったとき、当該原動機付自転

車又は小型特殊自動車を所有し、若しくは

使用しないこととなったとき、又は当該原

動機付自転車又は小型特殊自動車に対して

種別割が課されることとなったときは、そ

の事由が発生した日から15日以内に市長に

対し、その標識及び証明書を返納しなけれ

ばならない。

7 第2項の標識及び第3項の証明書の交付を

受けた者は、当該原動機付自転車又は小型

特殊自動車の主たる定置場が市内に所在し

ないこととなったとき、当該原動機付自転

車又は小型特殊自動車を所有し、若しくは

使用しないこととなったとき、又は当該原

動機付自転車又は小型特殊自動車に対して

軽自動車税が課されることとなったとき

は、その事由が発生した日から15日以内に

市長に対し、その標識及び証明書を返納し

なければならない。
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8及び9 (略) 8及び9 (略)

附 則 附 則

(特定一般用医薬品等購入費を支払った場

合の医療費控除の特例)

(特定一般用医薬品等購入費を支払った場

合の医療費控除の特例)

第6条 平成30年度から令和9年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、法附則第4条

の5第3項の規定に該当する場合における第

34条の2の規定による控除については、そ

の者の選択により、同条中「同条第1項」

とあるのは「同条第1項(第2号を除く。)」

と、「まで」とあるのは「まで並びに法附

則第4条の5第3項の規定により読み替えて

適用される法第314条の2第1項(第2号に係

る部分に限る。)」として、同条の規定を

適用することができる。

第6条 平成30年度以後の各年度分の個人の

市民税に限り、法附則第4条の5第3項の規

定に該当する場合における第34条の2の規

定による控除については、その者の選択に

より、同条中「同条第1項」とあるのは

「同条第1項(第2号を除く。)」と、「ま

で」とあるのは「まで並びに法附則第4条

の5第3項の規定により読み替えて適用され

る法第314条の2第1項(第2号に係る部分に

限る。)」として、同条の規定を適用する

ことができる。

(個人の市民税の住宅借入金等特別税額控

除)

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

第7条の3 平成20年度から平成28年度までの

各年度分の個人の市民税に限り、所得割の

納税義務者が前年分の所得税につき租税特

別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の

適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定

する居住年(次条において「居住年」とい

う。)が平成11年から平成18年までの各年

である場合に限る。)においては、法附則

第5条の4第6項に規定するところにより控

除すべき額(第3項において「市民税の住宅

借入金等特別税額控除額」という。)を、

当該納税義務者の第34条の3及び第34条の6

の規定を適用した場合の所得割の額から控

除する。

＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿_

2 前項の規定の適用がある場合における第

34条の8及び第34条の9第1項の規定の適用

については、第34条の8中「前2条」とある

のは「前2条並びに附則第7条の3第1項」

_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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と、同項中「前3条」とあるのは「前3条並

びに附則第7条の3第1項」とする。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

3 第1項の規定は、市民税の所得割の納税義

務者が、当該年度の初日の属する年の3月

15日までに、施行規則で定めるところによ

り、同項の規定の適用を受けようとする旨

及び市民税の住宅借入金等特別税額控除額

の控除に関する事項を記載した市民税住宅

借入金等特別税額控除申告書(その提出期

限後において市民税の納税通知書が送達さ

れる時までに提出されたものを含む。)

を、市長に提出した場合(法附則第5条の4

第9項の規定により税務署長を経由して提

出した場合を含む。)に限り、適用する。

_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

(個人の市民税の住宅借入金等特別税額控

除)

第7条の3の2 平成22年度から令和20年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、所得

割の納税義務者が前年分の所得税につき租

税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規

定の適用を受けた場合(居住年が平成11年

から平成18年まで又は平成21年から令和7

年までの各年である場合に限る。)におい

て、前条第1項の規定の適用を受けないと

きは、法附則第5条の4の2第5項(同条第7項

の規定により読み替えて適用される場合を

含む。)に規定するところにより控除すべ

き額を、当該納税義務者の第34条の3及び

第34条の6の規定を適用した場合の所得割

の額から控除する。

第7条の3 平成22年度から令和25年度までの

各年度分の個人の市民税に限り、所得割の

納税義務者が前年分の所得税につき租税特

別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の

適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定

する居住年が平成21年から令和12年までの

各年である場合に限る。)には、法附則第5

条の4第5項(同条第7項の規定により読み替

えて適用される場合を含む。)に規定する

ところにより控除すべき額を、当該納税義

務者の第34条の3及び第34条の6の規定を適

用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第

34条の8及び第34条の9第1項の規定の適用

については、第34条の8中「前2条」とある

のは「前2条並びに附則第7条の3の2第1

項」と、第34条の9第1項中「前3条」とあ

2 前項の規定の適用がある場合における第

34条の8及び第34条の9第1項の規定の適用

については、第34条の8中「前2条」とある

のは「前2条並びに附則第7条の3第1項」

と、第34条の9第1項中「前3条」とあるの
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るのは「前3条並びに附則第7条の3の2第1

項」とする。

は「前3条並びに附則第7条の3第1項」とす

る。

(寄附金税額控除における特例控除額の特

例)

(寄附金税額控除における特例控除額の特

例)

第7条の4 第34条の7の規定の適用を受ける

市民税の所得割の納税義務者が、法第314

条の7第11項第2号若しくは第3号に掲げる

場合に該当する場合又は第34条の3第2項に

規定する課税総所得金額、課税退職所得金

額及び課税山林所得金額を有しない場合で

あって、当該納税義務者の前年中の所得に

ついて、附則第16条の3第1項、附則第16条

の4第1項、附則第17条第1項、附則第18条

第1項、附則第19条第1項、附則第19条の2

第1項又は附則第20条第1項の規定の適用を

受けるときは、第34条の7第2項に規定する

特例控除額は、同項の規定にかかわらず、

法附則第5条の5第2項(法附則第5条の6第2

項の規定により読み替えて適用される場合

を含む。)に定めるところにより計算した

金額とする。

第7条の4 第34条の7の規定の適用を受ける

市民税の所得割の納税義務者が、法第314

条の7第11項第2号若しくは第3号に掲げる

場合に該当する場合又は第34条の3第2項に

規定する課税総所得金額、課税退職所得金

額及び課税山林所得金額を有しない場合で

あって、当該納税義務者の前年中の所得に

ついて、附則第16条の3第1項、附則第16条

の4第1項、附則第17条第1項、附則第18条

第1項、附則第19条第1項、附則第19条の2

第1項、附則第19条の3第1項又は附則第20

条第1項の規定の適用を受けるときは、第

34条の7第2項に規定する特例控除額は、同

項の規定にかかわらず、法附則第5条の5第

2項(法附則第5条の6第3項又は第4項の規定

により読み替えて適用される場合を含

む。)に定めるところにより計算した金額

とする。

(肉用牛の売却による事業所得に係る市民

税の課税の特例)

(肉用牛の売却による事業所得に係る市民

税の課税の特例)

第8条 昭和57年度から令和9年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、法附則第6条

第4項に規定する場合において、第36条の2

第1項の規定による申告書(その提出期限後

において市民税の納税通知書が送達される

時までに提出されたもの及びその時までに

提出された第36条の3第1項の確定申告書を

含む。次項において同じ。)に肉用牛の売

却に係る租税特別措置法第25条第1項に規

定する事業所得の明細に関する事項の記載

があるとき(これらの申告書にその記載が

第8条 昭和57年度から令和12年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、法附則第6

条第4項に規定する場合において、第36条

の2第1項の規定による申告書(その提出期

限後において市民税の納税通知書が送達さ

れる時までに提出されたもの及びその時ま

でに提出された第36条の3第1項の確定申告

書を含む。次項において同じ。)に肉用牛

の売却に係る租税特別措置法第25条第1項

に規定する事業所得の明細に関する事項の

記載があるとき(これらの申告書にその記
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ないことについてやむを得ない理由がある

と市長が認めるときを含む。次項において

同じ。)は、当該事業所得に係る市民税の

所得割の額を免除する。

載がないことについてやむを得ない理由が

あると市長が認めるときを含む。次項にお

いて同じ。)は、当該事業所得に係る市民

税の所得割の額を免除する。

2 前項に規定する各年度分の個人の市民税

に限り、法附則第6条第5項に規定する場合

において、第36条の2第1項の規定による申

告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法

第25条第2項第2号に規定する事業所得の明

細に関する事項の記載があるときは、その

者の前年の総所得金額に係る市民税の所得

割の額は、第33条から第34条の3まで、第

34条の6から第34条の8まで、附則第7条第1

項、附則第7条の3第1項、附則第7条の3の2

第1項及び附則第7条の4の規定にかかわら

ず、法附則第6条第5項各号に掲げる金額の

合計額とすることができる。

2 前項に規定する各年度分の個人の市民税

に限り、法附則第6条第5項に規定する場合

において、第36条の2第1項の規定による申

告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法

第25条第2項第2号に規定する事業所得の明

細に関する事項の記載があるときは、その

者の前年の総所得金額に係る市民税の所得

割の額は、第33条から第34条の3まで、第

34条の6から第34条の8まで、附則第7条第1

項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の4

の規定にかかわらず、法附則第6条第5項各

号に掲げる金額の合計額とすることができ

る。

3 (略) 3 (略)

第9条の2 当分の間、所得割の納税義務者が

前年中に特例控除対象寄附金を支出し、か

つ、当該納税義務者について前条第3項の

規定による申告特例通知書の送付があった

場合(法附則第7条第13項の規定によりなか

ったものとみなされる場合を除く。)に

は、法附則第7条の2第4項に規定するとこ

ろにより控除すべき額を、第34条の7第1項

及び第2項の規定を適用した場合の所得割

の額から控除するものとする。

第9条の2 当分の間、所得割の納税義務者が

前年中に特例控除対象寄附金を支出し、か

つ、当該納税義務者について前条第3項の

規定による申告特例通知書の送付があった

場合(法附則第7条第13項の規定によりなか

ったものとみなされる場合を除く。)に

は、法附則第7条の2第4項(法附則第7条の3

第3項又は第4項の規定により読み替えて適

用される場合を含む。)に規定するところ

により控除すべき額を、第34条の7第1項及

び第2項の規定を適用した場合の所得割の

額から控除するものとする。

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定め

る割合)

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定め

る割合)

第10条の2 (略) 第10条の2 (略)

2 法附則第15条第2項第5号に規定する条例

で定める割合は、4分の3とする。

2 法附則第15条第2項第5号に規定する条例

で定める割合は、5分の4とする。
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3 (略) 3 (略)

4 法附則第15条第25項第1号イに規定する条

例で定める割合は、3分の2とする。

4 法附則第15条第24項第1号イに規定する条

例で定める割合は、2分の1とする。

5 法附則第15条第25項第1号ロに規定する条

例で定める割合は、3分の2とする。

5 法附則第15条第24項第1号ロに規定する条

例で定める割合は、2分の1とする。

6 法附則第15条第25項第2号に規定する条例

で定める割合は、7分の6とする。

6 法附則第15条第24項第2号に規定する条例

で定める割合は、5分の3とする。

7 法附則第15条第25項第3号イに規定する条

例で定める割合は、4分の3とする。

7 法附則第15条第24項第3号イに規定する条

例で定める割合は、3分の2とする。

8 法附則第15条第25項第3号ロに規定する条

例で定める割合は、4分の3とする。

8 法附則第15条第24項第3号ロに規定する条

例で定める割合は、3分の2とする。

9 法附則第15条第25項第3号ハに規定する条

例で定める割合は、4分の3とする。

9 法附則第15条第24項第4号に規定する条例

で定める割合は、4分の3とする。

10 法附則第15条第25項第4号ハに規定する

条例で定める割合は、2分の1とする。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_

11 法附則第15条第32項に規定する条例で定

める割合は、3分の2とする。

10 法附則第15条第31項に規定する条例で定

める割合は、3分の2とする。

12 法附則第15条第36項に規定する条例で定

める割合は、3分の2とする。

11 法附則第15条第35項に規定する条例で定

める割合は、3分の2とする。

13 法附則第15条第37項に規定する条例で定

める割合は、2分の1とする。

12 法附則第15条第36項に規定する条例で定

める割合は、2分の1とする。

14 法附則第15条第40項に規定する条例で定

める割合は、3分の1とする。

13 法附則第15条第39項に規定する条例で定

める割合は、3分の1とする。

15 (略) 14 (略)

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の

規定の適用を受けようとする者がすべき申

告)

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の

規定の適用を受けようとする者がすべき申

告)

第10条の3 (略) 第10条の3 (略)

2～6 (略) 2～6 (略)

7 法附則第15条の8第4項の家屋について、

同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該年度の初日の属する年の1月31日まで

に次に掲げる事項を記載した申告書に令附

則第12条第16項に規定する従前の家屋につ

いて移転補償金を受けたことを証する書類

を添付して市長に提出しなければならな

7 法附則第15条の8第4項の家屋について、

同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該年度の初日の属する年の1月31日まで

に次に掲げる事項を記載した申告書に令附

則第12条第17項に規定する従前の家屋につ

いて移転補償金を受けたことを証する書類

を添付して市長に提出しなければならな
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い。 い。

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略)

8 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住

宅について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該耐震基準適合住宅に係る

耐震改修が完了した日から3月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震

改修に要した費用を証する書類及び当該耐

震改修後の家屋が令附則第12条第19項に規

定する基準を満たすことを証する書類を添

付して市長に提出しなければならない。

8 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住

宅について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該耐震基準適合住宅に係る

耐震改修が完了した日から3月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震

改修に要した費用を証する書類及び当該耐

震改修後の家屋が令附則第12条第20項に規

定する基準を満たすことを証する書類を添

付して市長に提出しなければならない。

(1)～(6) (略) (1)～(6) (略)

9 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改

修住宅又は同条第5項の高齢者等居住改修

専有部分について、これらの規定の適用を

受けようとする者は、同条第4項に規定す

る居住安全改修工事が完了した日から3月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書

に施行規則附則第7条第9項各号に掲げる書

類を添付して市長に提出しなければならな

い。

9 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改

修住宅又は同条第5項の高齢者等居住改修

専有部分について、これらの規定の適用を

受けようとする者は、同条第4項に規定す

る居住安全改修工事が完了した日から3月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書

に施行規則附則第7条第9項各号に掲げる書

類を添付して市長に提出しなければならな

い。

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略)

(4) 令附則第12条第23項に掲げる者に該当

する者の住所、氏名及び当該者が同項各号

のいずれに該当するかの別

(4) 令附則第12条第24項に掲げる者に該当

する者の住所、氏名及び当該者が同項各号

のいずれに該当するかの別

(5) (略) (5) (略)

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに

令附則第12条第24項に規定する補助金等、

居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修

費

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに

令附則第12条第25項に規定する補助金等、

居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修

費

(7) (略) (7) (略)

10 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修

等住宅又は同条第10項の熱損失防止改修等

専有部分について、これらの規定の適用を

受けようとする者は、同条第9項に規定す

る熱損失防止改修工事等が完了した日から

10 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修

等住宅又は同条第10項の熱損失防止改修等

専有部分について、これらの規定の適用を

受けようとする者は、同条第9項に規定す

る熱損失防止改修工事等が完了した日から
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3月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に施行規則附則第7条第10項各号に掲

げる書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。

3月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に施行規則附則第7条第10項各号に掲

げる書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。

(1)～(4) (略) (1)～(4) (略)

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及

び令附則第12条第31項に規定する補助金等

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及

び令附則第12条第32項に規定する補助金等

(6) (略) (6) (略)

11 (略) 11 (略)

12 法附則第15条の9の2第4項に規定する特

定熱損失防止改修等住宅又は同条第5項に

規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部

分について、これらの規定の適用を受けよ

うとする者は、法附則第15条の9第9項に規

定する熱損失防止改修工事等が完了した日

から3月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に施行規則附則第7条第12項各号

に掲げる書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。

12 法附則第15条の9の2第4項に規定する特

定熱損失防止改修等住宅又は同条第5項に

規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部

分について、これらの規定の適用を受けよ

うとする者は、法附則第15条の9第9項に規

定する熱損失防止改修工事等が完了した日

から3月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に施行規則附則第7条第12項各号

に掲げる書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。

(1)～(4) (略) (1)～(4) (略)

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及

び令附則第12条第31項に規定する補助金等

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及

び令附則第12条第32項に規定する補助金等

(6) (略) (6) (略)

13及び14 (略) 13及び14 (略)

15 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合

家屋について、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該耐震基準適合家屋に係

る耐震改修が完了した日から3月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に施行規

則附則第7条第18項に規定する補助に係る

補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改

修の促進に関する法律(平成7年法律第123

号)第7条又は附則第3条第1項の規定による

報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令

附則第12条第19項に規定する基準を満たす

ことを証する書類を添付して市長に提出し

15 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合

家屋について、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該耐震基準適合家屋に係

る耐震改修が完了した日から3月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に施行規

則附則第7条第18項に規定する補助に係る

補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改

修の促進に関する法律(平成7年法律第123

号)第7条又は附則第3条第1項の規定による

報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令

附則第12条第20項に規定する基準を満たす

ことを証する書類を添付して市長に提出し
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なければならない。 なければならない。

(1)～(6) (略) (1)～(6) (略)

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特

例)

第15条の2 軽自動車税の環境性能割の賦課

徴収は、当分の間、第1章第2節の規定にか

かわらず、県が、自動車税の環境性能割の

賦課徴収の例により、行うものとする。

2 県知事は、当分の間、前項の規定により

行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に

関し、3輪以上の軽自動車が法第446条第1

項(同条第2項又は第3項において準用する

場合を含む。)又は法第451条第1項若しく

は第2項(これらの規定を同条第4項又は第5

項において準用する場合を含む。)の適用

を受ける3輪以上の軽自動車に該当するか

の判断をするときは、国土交通大臣の認定

等(法附則第29条の9第3項に規定する国土

交通大臣の認定等をいう。次項において同

じ。)に基づき当該判断をするものとす

る。

3 県知事は、当分の間、第1項の規定により

賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割に

つき、その納付すべき額について不足額が

あることを附則第15条の4の規定により読

み替えられた第81条の6第1項の納期限(納

期限の延長があった時は、その延長された

納期限)後において知った場合において、

当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の

認定等の申請をした者が偽りその他不正の

手段(当該申請をした者に当該申請に必要

な情報を直接又は間接に提供した者の偽り

その他不正な手段を含む。)により国土交

通大臣の認定等を受けたことを事由として

国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等

を取り消したことによるものであるとき
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は、当該申請をした者又はその一般継承人

を当該不足額に係る3輪以上の軽自動車に

ついて法附則第29条の11の規定によりその

例によることとされた法第161条第1項に規

定する申告書を提出すべき当該3輪以上の

軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税

の環境性能割に関する規定を適用する。

4 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、

同項の不足額に、これに100分の35の割合

を乗じて計算した金額を加算した金額とす

る。

(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)

第15条の3 市長は、当分の間、第81条の8の

規定にかかわらず、県知事が自動車税の環

境性能割を減免する自動車に相当するもの

として市長が定める3輪以上の軽自動車に

対しては、軽自動車税の環境性能割を減免

する。

(軽自動車税の環境性能割の申告納付の特

例)

第15条の4 第81条の6の規定による申告納付

については、当分の間、同条中「市長」と

あるのは、「県知事」とする。

(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱

費の交付)

第15条の5 市は、県が軽自動車税の環境性

能割の賦課徴収に関する事務を行うために

要する費用を補償するため、法附則第29条

の16第1項に掲げる金額の合計額を、徴収

取扱費として県に交付する。

(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)

第15条の6 営業用の3輪以上の軽自動車に対

する第81条の4の規定の適用については、

当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規
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定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。

第1号 100分の1 100分の0.5

第2号 100分の2 100分の1

第3号 100分の3 100分の2

2 自家用の3輪以上の軽自動車に対する第81

条の4(第3号に係る部分に限る。)の規定の

適用については、当分の間、同号中「100

分の3」とあるのは、「100分の2」とす

る。

(軽自動車税の種別割の税率の特例) (軽自動車税の税率の特例)

第16条 法附則第30条第1項に規定する3輪以

上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初

の法第444条第3項に規定する車両番号の指

定(次項から第4項までにおいて「初回車両

番号指定」という。)を受けた月から起算

して14年を経過した月の属する年度以後の

年度分の軽自動車税の種別割に係る第82条

の規定の適用については、当分の間、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。

第16条 法附則第30条第1項に規定する3輪以

上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初

の道路運送車両法第60条第1項後段の規定

による車両番号の指定(次項及び第3項にお

いて「初回車両番号指定」という。)を受

けた月から起算して14年を経過した月の属

する年度以後の年度分の軽自動車税に係る

第82条の規定の適用については、当分の

間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。

(略) (略) (略) (略) (略) (略)

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げ

る3輪以上の軽自動車に対する第82条の規

定の適用については、当該軽自動車が令和

4年4月1日から令和8年3月31日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には、当該

初回車両番号指定を受けた日の属する年度

の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、

次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げ

る3輪以上の軽自動車に対する第82条の規

定の適用については、当該軽自動車が令和

7年4月1日から令和10年3月31日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には、当該

初回車両番号指定を受けた日の属する年度

の翌年度分の軽自動車税に限り、次の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。
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(略) (略) (略) (略) (略) (略)

3 法附則第30条第3項の規定の適用を受ける

3輪以上の法第446条第1項第3号に規定する

ガソリン軽自動車(以下この項及び次項に

おいて「ガソリン軽自動車」という。)(営

業用の乗用のものに限る。)に対する第82

条の規定の適用については、当該ガソリン

軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月

31日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には、当該初回車両番号指定を受けた

日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の

種別割に限り、同条第2号ア(イ)中「3,900

円」とあるのは「2,000円」と、同号ア

(ウ)①中「6,900円」とあるのは「3,500

円」とする。

3 法附則第30条第3項の規定の適用を受ける

3輪以上の同項に規定するガソリン軽自動

車(以下この項において「ガソリン軽自動

車」という。)(営業用の乗用のものに限

る。)に対する第82条の規定の適用につい

ては、当該ガソリン軽自動車が令和7年4月

1日から令和8年3月31日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には、令和8年度

分の軽自動車税に限り、同条第2号ア(イ)

中「3,900円」とあるのは「2,000円」と、

同号ア(ウ)①中「6,900円」とあるのは

「3,500円」とする。

4 法附則第30条第4項の規定の適用を受ける

3輪以上のガソリン軽自動車(前項の規定の

適用を受けるものを除き、営業用の乗用の

ものに限る。)に対する第82条の規定の適

用については、当該ガソリン軽自動車が令

和4年4月1日から令和7年3月31日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には、当

該初回車両番号指定を受けた日の属する年

度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限

り、同条第2号ア(イ)中「3,900円」とある

のは「3,000円」と、同号ア(ウ)①中

「6,900円」とあるのは「5,200円」とす

る。

_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例) (軽自動車税の賦課徴収の特例)

第16条の2 市長は、軽自動車税の種別割の

賦課徴収に関し、3輪以上の軽自動車が前

条第2項から第4項までの規定の適用を受け

る3輪以上の軽自動車に該当するかどうか

の判断をするときは、国土交通大臣の認定

等(法附則第30条の2第1項に規定する国土

第16条の2 市長は、軽自動車税の賦課徴収

に関し、3輪以上の軽自動車が前条第2項又

は第3項の規定の適用を受ける3輪以上の軽

自動車に該当するかどうかの判断をすると

きは、国土交通大臣の認定等(法附則第30

条の2第1項に規定する国土交通大臣の認定
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交通大臣の認定等をいう。次項において同

じ。)に基づき当該判断をするものとす

る。

等をいう。次項において同じ。)に基づき

当該判断をするものとする。

2 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割

の額について不足額があることを第83条第

2項の納期限(納期限の延長があったとき

は、その延長された納期限)後において知

った場合において、当該事実が生じた原因

が、国土交通大臣の認定等の申請をした者

が偽りその他不正の手段(当該申請をした

者に当該申請に必要な情報を直接又は間接

に提供した者の偽りその他不正の手段を含

む。)により国土交通大臣の認定等を受け

たことを事由として国土交通大臣が当該国

土交通大臣の認定等を取り消したことによ

るものであるときは、当該申請をした者又

はその一般承継人を賦課期日現在における

当該不足額に係る3輪以上の軽自動車の所

有者とみなして、軽自動車税の種別割に関

する規定(第87条及び第88条の規定を除

く。)を適用する。

2 市長は、納付すべき軽自動車税の額につ

いて不足額があることを第83条第2項の納

期限(納期限の延長があったときは、その

延長された納期限)後において知った場合

において、当該事実が生じた原因が、国土

交通大臣の認定等の申請をした者が偽りそ

の他不正の手段(当該申請をした者に当該

申請に必要な情報を直接又は間接に提供し

た者の偽りその他不正の手段を含む。)に

より国土交通大臣の認定等を受けたことを

事由として国土交通大臣が当該国土交通大

臣の認定等を取り消したことによるもので

あるときは、当該申請をした者又はその一

般承継人を賦課期日現在における当該不足

額に係る3輪以上の軽自動車の所有者とみ

なして、軽自動車税に関する規定(第87条

及び第88条の規定を除く。)を適用する。

3 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項

の不足額に、これに100分の35の割合を乗

じて計算した金額を加算した金額とする。

3 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の額は、同項の不足額

に、これに100分の35の割合を乗じて計算

した金額を加算した金額とする。

(上場株式等に係る配当所得等に係る市民

税の課税の特例)

(上場株式等に係る配当所得等に係る市民

税の課税の特例)

第16条の3 (略) 第16条の3 (略)

2 (略) 2 (略)

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。

(1) (略) (1) (略)

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条

の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3

第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の

適用については、第34条の6中「所得割の

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条

の9第1項、附則第7条第1項及び附則第7条

の3第1項の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所得割
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額」とあるのは「所得割の額及び附則第16

条の3第1項の規定による市民税の所得割の

額」と、第34条の7第1項前段、第34条の

8、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附

則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1

項中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第16条の3第1項の規定による

市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項

後段中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第16条の3第1項の規定による

市民税の所得割の額の合計額」とする。

の額及び附則第16条の3第1項の規定による

市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項

前段、第34条の8、第34条の9第1項、附則

第7条第1項及び附則第7条の3第1項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第16条の3第1項の規定による市民税の

所得割の額」と、第34条の7第1項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第16条の3第1項の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市

民税の課税の特例)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市

民税の課税の特例)

第16条の4 (略) 第16条の4 (略)

2 (略) 2 (略)

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。

(1) (略) (1) (略)

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条

の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3

第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の

適用については、第34条の6中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則第16

条の4第1項の規定による市民税の所得割の

額」と、第34条の7第1項前段、第34条の

8、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附

則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1

項中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第16条の4第1項の規定による

市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項

後段中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第16条の4第1項の規定による

市民税の所得割の額の合計額」とする。

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条

の9第1項、附則第7条第1項及び附則第7条

の3第1項の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第16条の4第1項の規定による

市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項

前段、第34条の8、第34条の9第1項、附則

第7条第1項及び附則第7条の3第1項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第16条の4第1項の規定による市民税の

所得割の額」と、第34条の7第1項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第16条の4第1項の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略)
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4 (略) 4 (略)

(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税

の特例)

(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税

の特例)

第17条 (略) 第17条 (略)

2 (略) 2 (略)

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。

(1) (略) (1) (略)

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条

の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3

第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の

適用については、第34条の6中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則第17

条第1項の規定による市民税の所得割の

額」と、第34条の7第1項前段、第34条の

8、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附

則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1

項中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第17条第1項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後

段中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第17条第1項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とする。

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条

の9第1項、附則第7条第1項及び附則第7条

の3第1項の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第17条第1項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前

段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7

条第1項及び附則第7条の3第1項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則

第17条第1項の規定による市民税の所得割

の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

17条第1項の規定による市民税の所得割の

額の合計額」とする。

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略)

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の

課税の特例)

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の

課税の特例)

第17条の2 昭和63年度から令和8年度までの

各年度分の個人の市民税に限り、所得割の

納税義務者が前年中に前条第1項に規定す

る譲渡所得の基因となる土地等(租税特別

措置法第31条第1項に規定する土地等をい

う。以下この条において同じ。)の譲渡(同

項に規定する譲渡をいう。以下この条にお

いて同じ。)をした場合において、当該譲

第17条の2 昭和63年度から令和11年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、所得割

の納税義務者が前年中に前条第1項に規定

する譲渡所得の基因となる土地等(租税特

別措置法第31条第1項に規定する土地等を

いう。以下この条において同じ。)の譲渡

(同項に規定する譲渡をいう。以下この条

において同じ。)をした場合において、当
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渡が優良住宅地等のための譲渡(法附則第

34条の2第1項に規定する優良住宅地等のた

めの譲渡をいう。)に該当するときにおけ

る前条第1項に規定する譲渡所得(次条の規

定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項に

おいて同じ。)に係る課税長期譲渡所得金

額に対して課する市民税の所得割の額は、

前条第1項の規定にかかわらず、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

める金額に相当する額とする。

該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(法附

則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等

のための譲渡をいう。)に該当するときに

おける前条第1項に規定する譲渡所得(次条

の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次

項において同じ。)に係る課税長期譲渡所

得金額に対して課する市民税の所得割の額

は、前条第1項の規定にかかわらず、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号

に定める金額に相当する額とする。

(1)及び(2) (略) (1)及び(2) (略)

2 前項の規定は、昭和63年度から令和8年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所

得割の納税義務者が前年中に前条第1項に

規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲

渡をした場合において、当該譲渡が確定優

良住宅地等予定地のための譲渡(法附則第

34条の2第5項に規定する確定優良住宅地等

予定地のための譲渡をいう。以下この条に

おいて同じ。)に該当するときにおける前

条第1項に規定する譲渡所得に係る課税長

期譲渡所得金額に対して課する市民税の所

得割について準用する。この場合におい

て、当該譲渡が法附則第34条の2第10項の

規定に該当することとなるときは、当該譲

渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡

ではなかったものとみなす。

2 前項の規定は、昭和63年度から令和11年

度までの各年度分の個人の市民税に限り、

所得割の納税義務者が前年中に前条第1項

に規定する譲渡所得の基因となる土地等の

譲渡をした場合において、当該譲渡が確定

優良住宅地等予定地のための譲渡(法附則

第34条の2第6項に規定する確定優良住宅地

等予定地のための譲渡をいう。以下この条

において同じ。)に該当するときにおける

前条第1項に規定する譲渡所得に係る課税

長期譲渡所得金額に対して課する市民税の

所得割について準用する。この場合におい

て、当該譲渡が法附則第34条の2第12項の

規定に該当することとなるときは、当該譲

渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡

ではなかったものとみなす。

3 (略) 3 (略)

_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

4 第1項(第2項において準用する場合を含

む。)の場合において、所得割の納税義務

者が、租税特別措置法第31条の2第2項第13

号から第15号までに掲げる土地等の譲渡に

該当するものをしたときにおけるその譲渡

をした土地等がその譲渡をした時において

地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第

3条第1項の地すべり防止区域、急傾斜地の
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

_

崩壊による災害の防止に関する法律(昭和

44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩

壊危険区域、土砂災害警戒区域等における

土砂災害防止対策の推進に関する法律(平

成12年法律第57号)第9条第1項の土砂災害

特別警戒区域又は特定都市河川浸水被害対

策法(平成15年法律第77号)第56条第1項の

浸水被害防止区域内にあるときは、当該土

地等の譲渡は、第1項又は第2項に規定する

優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住

宅地等予定地のための譲渡に該当しないも

のとみなす。

(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税

の特例)

(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税

の特例)

第18条 (略) 第18条 (略)

2～4 (略) 2～4 (略)

5 第1項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。

5 第1項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。

(1) (略) (1) (略)

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条

の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3

第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の

適用については、第34条の6中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則第18

条第1項の規定による市民税の所得割の

額」と、第34条の7第1項前段、第34条の

8、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附

則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1

項中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第18条第1項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後

段中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第18条第1項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とする。

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条

の9第1項、附則第7条第1項及び附則第7条

の3第1項の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第18条第1項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前

段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7

条第1項及び附則第7条の3第1項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則

第18条第1項の規定による市民税の所得割

の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

18条第1項の規定による市民税の所得割の

額の合計額」とする。

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略)
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(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人

の市民税の課税の特例)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人

の市民税の課税の特例)

第19条 (略) 第19条 (略)

2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。

(1) (略) (1) (略)

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条

の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3

第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の

適用については、第34条の6中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則第19

条第1項の規定による市民税の所得割の

額」と、第34条の7第1項前段、第34条の

8、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附

則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1

項中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第19条第1項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後

段中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第19条第1項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とする。

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条

の9第1項、附則第7条第1項及び附則第7条

の3第1項の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第19条第1項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前

段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7

条第1項及び附則第7条の3第1項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則

第19条第1項の規定による市民税の所得割

の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

19条第1項の規定による市民税の所得割の

額の合計額」とする。

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略)

（特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個

人の市民税の課税の特例）

第19条の3 当分の間、所得割の納税義務者

が前年中に租税特別措置法第38条の2第1項

に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得

を有する場合には、当該事業所得、譲渡所

得及び雑所得については、第33条第1項及

び第2項並びに第34条の3の規定にかかわら

ず、他の所得と区分し、前年中の当該事業

所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の

金額として令附則第18条の6の4で定めると

ころにより計算した金額(以下この項にお

いて「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金
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額」という。)に対し、特定暗号資産に係

る課税譲渡所得等の金額(特定暗号資産に

係る譲渡所得等の金額(次項第1号の規定に

より読み替えて適用される第34条の2の規

定の適用がある場合には、その適用後の金

額）をいう。)の100分の3に相当する金額

に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。

(1) 第34条の2の規定の適用については、同

条中「総所得金額」とあるのは、「総所得

金額、附則第19条の3第1項に規定する特定

暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とす

る。

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条

の9第1項、附則第7条第1項及び附則第7条

の3第1項の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第19条の3第1項の規定による

市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項

前段、第34条の8、第34条の9第1項、附則

第7条第1項及び附則第7条の3第1項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第19条の3第1項の規定による市民税の

所得割の額」と、第34条の7第1項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第19条の3第1項の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第35条の規定の適用については、同条

中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は附則第19条の3第1項

に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等

の金額」と、「若しくは山林所得金額」と

あるのは「、山林所得金額若しくは附則第

19条の3第1項に規定する特定暗号資産に係

る譲渡所得等の金額」とする。
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(4) 附則第5条の規定の適用については、同

条第1項中「山林所得金額」とあるのは

「山林所得金額並びに附則第19条の3第1項

に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等

の金額」と、同条第2項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第19条

の3第1項の規定による市民税の所得割の

額」とする。

(先物取引に係る雑所得等に係る個人の市

民税の課税の特例)

(先物取引に係る雑所得等に係る個人の市

民税の課税の特例)

第20条 (略) 第20条 (略)

2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。

(1) (略) (1) (略)

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条

の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3

第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の

適用については、第34条の6中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則第20

条第1項の規定による市民税の所得割の

額」と、第34条の7第1項前段、第34条の

8、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附

則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1

項中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第20条第1項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後

段中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第20条第1項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とする。

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条

の9第1項、附則第7条第1項及び附則第7条

の3第1項の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第20条第1項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前

段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7

条第1項及び附則第7条の3第1項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則

第20条第1項の規定による市民税の所得割

の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

20条第1項の規定による市民税の所得割の

額の合計額」とする。

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略)

(特例適用利子等及び特例適用配当等に係

る個人の市民税の課税の特例)

(特例適用利子等及び特例適用配当等に係

る個人の市民税の課税の特例)

第20条の2 (略) 第20条の2 (略)

2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。
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(1) (略) (1) (略)

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条

の9第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3

第1項及び第7条の3の2第1項の規定の適用

については、第34条の6中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第20条の

2第1項の規定による市民税の所得割の額」

と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第

34条の9第1項並びに附則第7条第1項、第7

条の3第1項及び第7条の3の2第1項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第20条の2第1項の規定による市民税の所

得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第20条の2第1項の規定による市民税の所

得割の額の合計額」とする。

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条

の9第1項並びに附則第7条第1項及び第7条

の3第1項の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第20条の2第1項の規定による

市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項

前段、第34条の8、第34条の9第1項並びに

附則第7条第1項及び第7条の3第1項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第20条の2第1項の規定による市民税の

所得割の額」と、第34条の7第1項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第20条の2第1項の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略)

3及び4 (略) 3及び4 (略)

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。

(1) (略) (1) (略)

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条

の9第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3

第1項及び第7条の3の2第1項の規定の適用

については、第34条の6中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第20条の

2第3項後段の規定による市民税の所得割の

額」と、第34条の7第1項前段、第34条の

8、第34条の9第1項並びに附則第7条第1

項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第20条の2第3項後段の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第34条の7第1

項後段中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第20条の2第3項後段の規定

による市民税の所得割の額の合計額」とす

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条

の9第1項並びに附則第7条第1項及び第7条

の3第1項の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第20条の2第3項後段の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条の7

第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項並

びに附則第7条第1項及び第7条の3第1項中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第20条の2第3項後段の規定による

市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項

後段中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第20条の2第3項後段の規定に

よる市民税の所得割の額の合計額」とす

る。
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る。

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略)

(条約適用利子等及び条約適用配当等に係

る個人の市民税の課税の特例)

(条約適用利子等及び条約適用配当等に係

る個人の市民税の課税の特例)

第20条の3 (略) 第20条の3 (略)

2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。

(1) (略) (1) (略)

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条

の9第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3

第1項及び第7条の3の2第1項の規定の適用

については、第34条の6中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第20条の

3第1項の規定による市民税の所得割の額」

と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第

34条の9第1項並びに附則第7条第1項、第7

条の3第1項及び第7条の3の2第1項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第20条の3第1項の規定による市民税の所

得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第20条の3第1項の規定による市民税の所

得割の額の合計額」とする。

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条

の9第1項並びに附則第7条第1項及び第7条

の3第1項の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第20条の3第1項の規定による

市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項

前段、第34条の8、第34条の9第1項並びに

附則第7条第1項及び第7条の3第1項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第20条の3第1項の規定による市民税の

所得割の額」と、第34条の7第1項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第20条の3第1項の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略)

3及び4 (略) 3及び4 (略)

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。

(1) (略) (1) (略)

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条

の9第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3

第1項及び第7条の3の2第1項の規定の適用

については、第34条の6中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第20条の

3第3項後段の規定による市民税の所得割の

額」と、第34条の7第1項前段、第34条の

8、第34条の9第1項並びに附則第7条第1

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条

の9第1項並びに附則第7条第1項及び第7条

の3第1項の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第20条の3第3項後段の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条の7

第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項並

びに附則第7条第1項及び第7条の3第1項中
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項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第20条の3第3項後段の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第34条の7第1

項後段中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第20条の3第3項後段の規定

による市民税の所得割の額の合計額」とす

る。

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第20条の3第3項後段の規定による

市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項

後段中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第20条の3第3項後段の規定に

よる市民税の所得割の額の合計額」とす

る。

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略)

6 (略) 6 (略)

かすみがうら市税条例等の一部を改正する条例 新旧対照表(附則第5条関係)

改正前 改正後

第6条 平成27年3月31日以前に初めて道路運

送車両法第60条第1項後段の規定による車両

番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対

して課する軽自動車税の種別割に係る市税

条例第82条及び附則第16条の規定の適用に

ついては、次の表の左欄に掲げる同条例の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条 平成27年3月31日以前に初めて道路運

送車両法第60条第1項後段の規定による車両

番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対

して課する軽自動車税に係る市税条例第82

条及び附則第16条の規定の適用について

は、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。

(略) (略) (略) (略) (略) (略)

かすみがうら市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例 新旧対照表

かすみがうら市国民健康保険税条例 新旧対照表(第1条関係)

改正前 改正後

(国民健康保険税の減額) (国民健康保険税の減額)

第27条 (略) 第27条 (略)

2 (略) 2 (略)

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方

税法施行令第56条の89第4項に規定する出産

被保険者(以下「出産被保険者」という。)

が属する場合における当該納税義務者に対

して課する所得割額及び被保険者均等割額

(第1項に規定する金額を減額するものとし

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方

税法施行令第56条の89第4項に規定する出産

被保険者(以下「出産被保険者」という。)

が属する場合における当該納税義務者に対

して課する所得割額及び被保険者均等割額

(第1項に規定する金額を減額するものとし
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た場合にあっては、その減額後の被保険者

均等割額)は、当該所得割額及び被保険者均

等割額から、次の各号に掲げる区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額を減額し

て得た額とする。

た場合にあっては、その減額後の被保険者

均等割額)は、当該所得割額及び被保険者均

等割額から、次の各号に掲げる区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額を減額し

て得た額とする。

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎

課税額の所得割額 当該出産被保険者につ

き第3条の規定により算定した所得割額の12

分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予

定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定

める場合には、出産の日。以下同じ。)の属

する月(以下「出産予定月」という。)の前

月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予

定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期

間」という。)のうち当該年度に属する月数

を乗じて得た額

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎

課税額の所得割額 当該出産被保険者につ

き第3条の規定により算定した所得割額の12

分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予

定日(地方税法施行規則第24条の30の6に定

める場合には、出産の日。以下同じ。)の属

する月(以下「出産予定月」という。)の前

月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予

定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期

間」という。)のうち当該年度に属する月数

を乗じて得た額

(2)～(6) (略) (2)～(6) (略)

附 則 附 則

1～5 (略) 1～5 (略)

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例)

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例)

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

法附則第33条の2第5項の配当所得等を有す

る場合における第3条、第7条、第11条及び

第27条の規定の適用については、第3条第1

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5

項に規定する上場株式等に係る配当所得等

の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法

第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定

する上場株式等に係る配当所得等の金額」

と、第27条第1項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

法附則第33条の2第5項の配当所得等を有す

る場合における第3条、第7条、第11条、第

13条及び第27条の規定の適用については、

第3条第1項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第33

条の2第5項に規定する上場株式等に係る配

当所得等の金額」と、「同条第2項」とある

のは「法第314条の2第2項」と、同条第2項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は法附則第33条の2第5

項に規定する上場株式等に係る配当所得等

の金額」と、第27条第1項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並び
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第33条の2第5項に規定する上場株式等に係

る配当所得等の金額」とする。

に法附則第33条の2第5項に規定する上場株

式等に係る配当所得等の金額」とする。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税

の特例)

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税

の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合

における第3条、第7条、第11条及び第27条

の規定の適用については、第3条第1項中

「及び山林所得金額の合計額から同条第2

項」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得

の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26

号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条

第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、

第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3

第1項又は第36条の規定に該当する場合に

は、これらの規定の適用により同法第31条

第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控

除する金額を控除した金額。以下この項に

おいて「控除後の長期譲渡所得の金額」と

いう。)の合計額から法第314条の2第2項」

と「及び山林所得金額の合計額(」とあるの

は「及び山林所得金額並びに控除後の長期

譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は法附則第34条第4項に

規定する長期譲渡所得の金額」と、第27条

第1項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4

項に規定する長期譲渡所得の金額」とす

る。

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合

における第3条、第7条、第11条、第13条及

び第27条の規定の適用については、第3条第

1項中「及び山林所得金額の合計額から同条

第2項」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所

得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第

26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34

条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1

項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条

の3第1項又は第36条の規定に該当する場合

には、これらの規定の適用により同法第31

条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から

控除する金額を控除した金額。以下この項

において「控除後の長期譲渡所得の金額」

という。)の合計額から法第314条の2第2

項」と「及び山林所得金額の合計額(」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに控除後の

長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第

2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項

に規定する長期譲渡所得の金額」と、第27

条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4

項に規定する長期譲渡所得の金額」とす

る。

8 (略) 8 (略)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険 9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険
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の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る

譲渡所得等を有する場合における第3条、第

7条、第11条及び第27条の規定の適用につい

ては、第3条第1項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附

則第35条の2第5項に規定する一般株式等に

係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」

とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条

第2項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附則第35条

の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡

所得等の金額」と、第27条第1項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第35条の2第5項に規定する

一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とす

る。

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る

譲渡所得等を有する場合における第3条、第

7条、第11条、第13条及び第27条の規定の適

用については、第3条第1項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第35条の2第5項に規定する一般

株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同

条第2項」とあるのは「法第314条の2第2

項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法

附則第35条の2第5項に規定する一般株式等

に係る譲渡所得等の金額」と、第27条第1項

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項

に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の

金額」とする。

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に

係る譲渡所得等を有する場合における第3

条、第7条、第11条及び第27条の規定の適用

については、第3条第1項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第35条の2の2第5項に規定する上場

株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同

条第2項」とあるのは「法第314条の2第2

項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法

附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式

等に係る譲渡所得等の金額」と、第27条第1

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2

第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に

係る譲渡所得等を有する場合における第3

条、第7条、第11条、第13条及び第27条の規

定の適用については、第3条第1項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定

する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」

と、「同条第2項」とあるのは「法第314条

の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得

金額」とあるのは「若しくは山林所得金額

又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上

場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第

27条第1項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第35条

の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲
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等の金額」とする。 渡所得等の金額」とする。

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保

険税の課税の特例)

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保

険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡

所得又は雑所得を有する場合における第3

条、第7条、第11条及び第27条の規定の適用

については、第3条第1項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第35条の4第4項に規定する先物取

引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2

項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、

同条第2項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は法附則第35

条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所

得等の金額」と、第27条第1項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第35条の4第4項に規定する先

物取引に係る雑所得等の金額」とする。

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡

所得又は雑所得を有する場合における第3

条、第7条、第11条、第13条及び第27条の規

定の適用については、第3条第1項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第35条の4第4項に規定す

る先物取引に係る雑所得等の金額」と、

「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第

2項」と、同条第2項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は法附則第35条の4第4項に規定する先物取

引に係る雑所得等の金額」と、第27条第1項

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項

に規定する先物取引に係る雑所得等の金

額」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑

所得を有する場合における第3条、第7条、

第11条及び第27条の規定の適用について

は、第3条第1項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第33条の3第5項に規定する土地等に係る事

業所得等の金額」と、「同条第2項」とある

のは「法第314条の2第2項」と、同条第2項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は法附則第33条の3第5

項に規定する土地等に係る事業所得等の金

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑

所得を有する場合における第3条、第7条、

第11条、第13条及び第27条の規定の適用に

ついては、第3条第1項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第33条の3第5項に規定する土地等に

係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」

とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条

第2項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附則第33条

の3第5項に規定する土地等に係る事業所得
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額」と、第27条第1項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第33条の3第5項に規定する土地等に

かかる事業所得等の金額」とする。

等の金額」と、第27条第1項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第33条の3第5項に規定する土地

等にかかる事業所得等の金額」とする。

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課

税の特例)

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課

税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が外国居住者等の所得に対する相互主義に

よる所得税等の非課税等に関する法律(昭和

37年法律第144号)第8条第2項に規定する特

例適用利子等、同法第12条第5項に規定する

特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定

する特例適用利子等に係る利子所得、配当

所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有

する場合における第3条、第7条、第11条及

び第27条第1項の規定の適用については、第

3条第1項中「山林所得金額の合計額から同

条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに

外国居住者等の所得に対する相互主義によ

る所得税等の非課税等に関する法律(昭和37

年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5

項及び第16条第2項において準用する場合を

含む。)に規定する特例適用利子等の額(以

下この条及び第27条第1項において「特例適

用利子等の額」という。)の合計額から法第

314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計

額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例

適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は特例適用利子等の

額」と、第27条第1項中「山林所得金額」と

あるのは「山林所得金額並びに特例適用利

子等の額」とする。

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が外国居住者等の所得に対する相互主義に

よる所得税等の非課税等に関する法律(昭和

37年法律第144号)第8条第2項に規定する特

例適用利子等、同法第12条第5項に規定する

特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定

する特例適用利子等に係る利子所得、配当

所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有

する場合における第3条、第7条、第11条、

第13条及び第27条第1項の規定の適用につい

ては、第3条第1項中「山林所得金額の合計

額から同条第2項」とあるのは「山林所得金

額並びに外国居住者等の所得に対する相互

主義による所得税等の非課税等に関する法

律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法

第12条第5項及び第16条第2項において準用

する場合を含む。)に規定する特例適用利子

等の額(以下この条及び第27条第1項におい

て「特例適用利子等の額」という。)の合計

額から法第314条の2第2項」と、「山林所得

金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額

並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、

同条第2項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は特例適用利

子等の額」と、第27条第1項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに特例

適用利子等の額」とする。

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課

税の特例)

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課

税の特例)
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14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が外国居住者等の所得に対する相互主義に

よる所得税等の非課税等に関する法律第8条

第4項に規定する特例適用配当等、同法第12

条第6項に規定する特例適用配当等又は同法

第16条第3項に規定する特例適用配当等に係

る利子所得、配当所得及び雑所得を有する

場合における第3条、第7条、第11条及び第

27条第1項の規定の適用については、第3条

第1項中「山林所得金額の合計額から同条第

2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国

居住者等の所得に対する相互主義による所

得税等の非課税等に関する法律第8条第4項

(同法第12条第6項及び第16条第3項において

準用する場合を含む。)に規定する特例適用

配当等の額(以下この条及び第27条第1項に

おいて「特例適用配当等の額」という。)の

合計額から法第314条の2第2項」と、「山林

所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得

金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」

と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は特例適

用配当等の額」と、第27条第1項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額並びに

特例適用配当等の額」とする。

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が外国居住者等の所得に対する相互主義に

よる所得税等の非課税等に関する法律第8条

第4項に規定する特例適用配当等、同法第12

条第6項に規定する特例適用配当等又は同法

第16条第3項に規定する特例適用配当等に係

る利子所得、配当所得及び雑所得を有する

場合における第3条、第7条、第11条、第13

条及び第27条第1項の規定の適用について

は、第3条第1項中「山林所得金額の合計額

から同条第2項」とあるのは「山林所得金額

並びに外国居住者等の所得に対する相互主

義による所得税等の非課税等に関する法律

第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3

項において準用する場合を含む。)に規定す

る特例適用配当等の額(以下この条及び第27

条第1項において「特例適用配当等の額」と

いう。)の合計額から法第314条の2第2項」

と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは

「山林所得金額並びに特例適用配当等の額

の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は特例適用配当等の額」と、第27条第1

項中「山林所得金額」とあるのは「山林所

得金額並びに特例適用配当等の額」とす

る。

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課

税の特例)

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課

税の特例)

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人

税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭

和44年法律第46号。以下「租税条約等実施

特例法」という。)第3条の2の2第10項に規

定する条約適用利子等に係る利子所得、配

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人

税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭

和44年法律第46号。以下「租税条約等実施

特例法」という。)第3条の2の2第10項に規

定する条約適用利子等に係る利子所得、配
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当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を

有する場合における第3条、第7条、第11条

及び第27条の規定の適用については、第3条

第1項中「及び山林所得金額の合計額から同

条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並

びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関する法律

(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実

施特例法」という。)第3条の2の2第10項に

規定する条約適用利子等の額の合計額から

法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金

額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金

額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2

第10項に規定する条約適用利子等の額の合

計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項

に規定する条約適用利子等の額」と、第27

条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに租税条約等実施

特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適

用利子等の額」とする。

当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を

有する場合における第3条、第7条、第11

条、第13条及び第27条の規定の適用につい

ては、第3条第1項中「及び山林所得金額の

合計額から同条第2項」とあるのは「及び山

林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う

所得税法、法人税法及び地方税法の特例等

に関する法律(昭和44年法律第46号。以下

「租税条約等実施特例法」という。)第3条

の2の2第10項に規定する条約適用利子等の

額の合計額から法第314条の2第2項」と、

「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは

「及び山林所得金額並びに租税条約等実施

特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適

用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は租税条約等実施特例法

第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子

等の額」と、第27条第1項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項

に規定する条約適用利子等の額」とする。

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課

税の特例)

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課

税の特例)

16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項

に規定する条約適用配当等に係る利子所

得、配当所得及び雑所得を有する場合にお

ける第3条、第7条、第11条及び第27条の規

定の適用については、第3条第1項中「及び

山林所得金額の合計額から同条第2項」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに租税条約

等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地

方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律

第46号。以下「租税条約等実施特例法」と

16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項

に規定する条約適用配当等に係る利子所

得、配当所得及び雑所得を有する場合にお

ける第3条、第7条、第11条、第13条及び第

27条の規定の適用については、第3条第1項

中「及び山林所得金額の合計額から同条第2

項」とあるのは「及び山林所得金額並びに

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税

法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和

44年法律第46号。以下「租税条約等実施特
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いう。)第3条の2の2第12項に規定する条約

適用配当等の額の合計額から法第314条の2

第2項」と、「及び山林所得金額の合計額

(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租

税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規

定する条約適用配当等の額の合計額(」と、

同条第2項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は租税条約等

実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条

約適用配当等の額」と、第27条第1項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の

2の2第12項に規定する条約適用配当等の

額」とする。

例法」という。)第3条の2の2第12項に規定

する条約適用配当等の額の合計額から法第

314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の

合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並

びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12

項に規定する条約適用配当等の額の合計額

(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は租

税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規

定する条約適用配当等の額」と、第27条第1

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等実施特例

法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配

当等の額」とする。

17 (略) 17 (略)

かすみがうら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 新旧対照表(第2条関係)

改正前 改正後

(課税額) (課税額)

第2条 (略) 第2条 (略)

(1)～(4) (略) (1)～(4) (略)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第

2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者につき算定した

所得割額及び被保険者均等割額の合算額と

する。ただし、当該合算額が市長が別に定

める額を超える場合においては、基礎課税

額は、その額とする。

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第

2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者につき算定した

所得割額及び被保険者均等割額の合算額と

する。ただし、当該合算額が67万円を超え

る場合においては、基礎課税額は、67万円

とする。

3及び4 (略) 3及び4 (略)

5 第1項第4号の子ども・子育て支援納付金課

税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除

く。)及びその世帯に属する被保険者につき

算定した所得割額及び被保険者均等割額の

合算額に、当該世帯に属する18歳以上被保

険者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下

「法」という。)第703条の4第30項に規定す

5 第1項第4号の子ども・子育て支援納付金課

税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除

く。)及びその世帯に属する国民健康保険の

被保険者につき算定した所得割額及び被保

険者均等割額の合算額に、当該世帯に属す

る18歳以上被保険者(地方税法(昭和25年法

律第226号。以下「法」という。)第703条の
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る18歳以上被保険者をいう。以下同じ。)に

つき算定した18歳以上被保険者均等割額を

加算した額とする。ただし、加算後の額が

市長が別に定める額を超える場合において

は、子ども・子育て支援納付金課税額は、

その額とする。

4第30項に規定する18歳以上被保険者をい

う。以下同じ。)につき算定した18歳以上被

保険者均等割額を加算した額とする。ただ

し、加算後の額が3万円を超える場合におい

ては、子ども・子育て支援納付金課税額

は、3万円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子

育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者

均等割額)

(18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支

援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割

額)

第13条の3 (略) 第13条の3 (略)

(国民健康保険税の減額) (国民健康保険税の減額)

第27条 次の各号の一に掲げる国民健康保険

税の納税義務者に対して課する国民健康保

険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額

からアに掲げる額を減額して得た額(当該減

額して得た額が市長が別に定める額を超え

る場合にはその額)、同条第3項本文の後期

高齢者支援金等課税額からイに掲げる額を

減額して得た額(当該減額して得た額が26万

円を超える場合には、26万円)、同条第4項

本文の介護納付金課税額からウに掲げる額

を減額して得た額(当該減額して得た額が17

万円を超える場合には、17万円)並びに同条

第5項本文の子ども・子育て支援納付金課税

額からエ及びオに掲げる額を減額して得た

額(当該減額して得た額が市長が別に定める

額を超える場合には、その額)の合算額とす

る。

第27条 次の各号の一に掲げる国民健康保険

税の納税義務者に対して課する国民健康保

険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額

からアに掲げる額を減額して得た額(当該減

額して得た額が67万円を超える場合には、

67万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援

金等課税額からイに掲げる額を減額して得

た額(当該減額して得た額が26万円を超える

場合には、26万円)、同条第4項本文の介護

納付金課税額からウに掲げる額を減額して

得た額(当該減額して得た額が17万円を超え

る場合には、17万円)並びに同条第5項本文

の子ども・子育て支援納付金課税額からエ

及びオに掲げる額を減額して得た額(当該減

額して得た額が3万円を超える場合には、3

万円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納

税義務者並びにその世帯に属する国民健康

保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(国

民健康保険法第6条第8号の規定により被保

険者の資格を喪失した者であって、当該資

格を喪失した日の前日以後継続して同一の

世帯に属するものをいう。以下同じ。)のう

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納

税義務者並びにその世帯に属する国民健康

保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(国

民健康保険法第6条第8号の規定により被保

険者の資格を喪失した者であって、当該資

格を喪失した日の前日以後継続して同一の

世帯に属するものをいう。以下同じ。)のう
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ち給与所得を有する者(前年中に法第703条

の5第1項に規定する総所得金額に係る所得

税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規

定する給与所得について同条第3項に規定す

る給与所得控除額の控除を受けた者(同条第

1項に規定する給与等の収入金額が55万円を

超える者に限る。)をいう。以下この号にお

いて同じ。)の数及び公的年金等に係る所得

を有する者(前年中に法第703条の5第1項に

規定する総所得金額に係る所得税法第35条

第3項に規定する公的年金等に係る所得につ

いて同条第4項に規定する公的年金等控除額

の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっ

ては当該公的年金等の収入金額が60万円を

超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっ

ては当該公的年金等の収入金額が110万円を

超える者に限る。)をいい、給与所得を有す

る者を除く。)の数の合計数(以下この条に

おいて「給与所得者等の数」という。)が2

以上の場合にあっては、43万円に当該給与

所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗

じて得た金額を加算した金額)を超えない世

帯に係る納税義務者

ち給与所得を有する者(前年中に法第703条

の5第1項に規定する総所得金額に係る所得

税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規

定する給与所得について同条第3項に規定す

る給与所得控除額の控除を受けた者(同条第

1項に規定する給与等の収入金額が55万円を

超える者に限る。)をいう。以下この号にお

いて同じ。)の数及び公的年金等に係る所得

を有する者(前年中に法第703条の5第1項に

規定する総所得金額に係る所得税法第35条

第3項に規定する公的年金等に係る所得につ

いて同条第4項に規定する公的年金等控除額

の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっ

ては当該公的年金等の収入金額が60万円を

超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっ

ては当該公的年金等の収入金額が110万円を

超える者に限る。)をいい、給与所得を有す

る者を除く。)の数の合計数(以下この条に

おいて「給与所得者等の数」という。)が2

以上の場合にあっては、43万円に当該給与

所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗

じて得た金額を加算した金額)を超えない世

帯に係る納税義務者

ア～エ (略) ア～エ (略)

オ 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の18歳以上

被保険者均等割額 18歳以上被保険者(第

1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人

について98円

オ 18歳以上被保険者に係る子ども・子育

て支援納付金課税額の18歳以上被保険者

均等割額 18歳以上被保険者(第1条第2項

に規定する世帯主を除く。)1人について

98円

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納

税義務者並びにその世帯に属する国民健康

保険の被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得者等の数が2以上の場合にあっ

ては、43万円に当該給与所得者等の数から1

を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納

税義務者並びにその世帯に属する国民健康

保険の被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得者等の数が2以上の場合にあっ

ては、43万円に当該給与所得者等の数から1

を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加
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算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所

属者1人につき市長が別に定める額を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者(前

号に該当する者を除く。)

算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所

属者1人につき31万円を加算した金額を超え

ない世帯に係る納税義務者(前号に該当する

者を除く。)

ア～エ (略) ア～エ (略)

オ 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の18歳以上

被保険者均等割額18歳以上被保険者(第1

条第2項に規定する世帯主を除く。)1人に

ついて70円

オ 18歳以上被保険者に係る子ども・子育

て支援納付金課税額の18歳以上被保険者

均等割額18歳以上被保険者(第1条第2項に

規定する世帯主を除く。)1人について70

円

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納

税義務者並びにその世帯に属する国民健康

保険の被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得者等の数が2以上の場合にあっ

ては、43万円に当該給与所得者等の数から1

を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加

算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所

属者1人につき市長が別に定める額を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者(前

2号に該当する者を除く。)

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納

税義務者並びにその世帯に属する国民健康

保険の被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得者等の数が2以上の場合にあっ

ては、43万円に当該給与所得者等の数から1

を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加

算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所

属者1人につき57万円を加算した金額を超え

ない世帯に係る納税義務者(前2号に該当す

る者を除く。)

ア～エ (略) ア～エ (略)

オ 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の18歳以上

被保険者均等割額 18歳以上被保険者(第1

条第2項に規定する世帯主を除く。)1人に

ついて28円

オ 18歳以上被保険者に係る子ども・子育

て支援納付金課税額の18歳以上被保険者

均等割額 18歳以上被保険者(第1条第2項

に規定する世帯主を除く。)1人について

28円

2及び3 (略) 2及び3 (略)

4 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯

内に18歳に達する日以後の最初の3月31日以

前である被保険者(以下「18歳未満被保険

者」という。)がある場合における当該納税

義務者に対して課する子ども・子育て支援

納付金課税額の被保険者均等割額(第1項、

第2項又は前項に規定する金額を減額するも

のとした場合にあっては、その減額後の被

4 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯

内に18歳に達する日以後の最初の3月31日以

前である被保険者(以下「18歳未満被保険

者」という。)がある場合における当該納税

義務者に対して課する子ども・子育て支援

納付金課税額の被保険者均等割額(当該納税

義務者の世帯に属する18歳未満被保険者に

つき算定した被保険者均等割額（前3項に規
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保険者均等割額。以下この項において同

じ。)は、当該被保険者均等割額から、当該

納税義務者の世帯に属する18歳未満被保険

者につき算定した被保険者均等割額に相当

する額を減額して得た額とする。

定する金額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額後の被保険者均等割額）

に限る。)は、当該被保険者均等割額から、

当該被保険者均等割額に相当する額を減額

して得た額とする。

地方自治法の一部を改正する法律及び地方自治法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例 新旧対照表

かすみがうら市監査委員条例 新旧対照表(第1条関係)

改正前 改正後

(職員の賠償責任の監査等) (職員の賠償責任の監査等)

第11条 監査委員は、法第243条の2の8第3項

若しくは第8項後段又は公企法第34条の規定

により市長から監査又は意見を求められた

ときは、60日以内に監査結果報告書又は意

見書を提出しなければならない。ただし、

特別の事由があると認めるときは、この限

りでない。

第11条 監査委員は、法第243条の2の9第3項

若しくは第8項後段又は公企法第34条の規定

により市長から監査又は意見を求められた

ときは、60日以内に監査結果報告書又は意

見書を提出しなければならない。ただし、

特別の事由があると認めるときは、この限

りでない。

かすみがうら市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例 新旧対照表(第2条関係)

改正前 改正後

(趣旨) (趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法

律第67号)第243条の2の7第1項の規定に基づ

き、市長若しくは市の委員会の委員若しく

は委員又は市の職員(同法第243条の2の8第3

項の規定による賠償の命令の対象となる者

を除く。以下「市長等」という。)の市に対

する損害を賠償する責任の一部を免れさせ

ることに関し必要な事項を定めるものとす

る。

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法

律第67号)第243条の2の8第1項の規定に基づ

き、市長若しくは市の委員会の委員若しく

は委員又は市の職員(同法第243条の2の9第3

項の規定による賠償の命令の対象となる者

を除く。以下「市長等」という。)の市に対

する損害を賠償する責任の一部を免れさせ

ることに関し必要な事項を定めるものとす

る。

(損害賠償責任の一部免責)

第2条 市は、市長等の市に対する損害を賠償

する責任を、市長等が職務を行うにつき善

意でかつ重大な過失がないときは、市長等

が賠償の責任を負う額から、市長等に係る

(損害賠償責任の一部免責)

第2条 市は、市長等の市に対する損害を賠償

する責任を、市長等が職務を行うにつき善

意でかつ重大な過失がないときは、市長等

が賠償の責任を負う額から、市長等に係る
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基準給与年額(地方自治法施行令(昭和22年

政令第16号)第173条の4第1項第1号に規定す

る普通地方公共団体の長等の基準給与年額

をいう。)に、次の各号に掲げる市長等の区

分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得

た額を控除して得た額について免れさせ

る。

(1)～(4) (略)

基準給与年額(地方自治法施行令(昭和22年

政令第16号)第173条の5第1項第1号に規定す

る普通地方公共団体の長等の基準給与年額

をいう。)に、次の各号に掲げる市長等の区

分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得

た額を控除して得た額について免れさせ

る。

(1)～(4) (略)

かすみがうら市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例 新旧対照表(第3条関係)

改正前 改正後

(議会の同意を要する賠償責任の免除) (議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法

(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項

の規定により上下水道事業の業務に従事す

る職員の賠償責任の免除について議会の同

意を得なければならない場合は、当該賠償

責任に係る賠償額が、100万円以上である場

合とする。

第6条 法第34条において準用する地方自治法

(昭和22年法律第67号)第243条の2の9第8項

の規定により上下水道事業の業務に従事す

る職員の賠償責任の免除について議会の同

意を得なければならない場合は、当該賠償

責任に係る賠償額が、100万円以上である場

合とする。

かすみがうら市火入れに関する条例 新旧対照表

改正前 改正後

(火入れの中止) (火入れの中止)

第14条 火入者及び火入責任者は、火入れの

許可の期間中であっても、強風注意報、異

常乾燥注意報又は火災警報が発令された場

合には、火入れを行ってはならない。

第14条 火入者及び火入責任者は、火入れの

許可の期間中であっても、強風注意報若し

くは乾燥注意報が発表され、又は火災警

報、林野火災注意報若しくは林野火災警報

が発令された場合には、火入れを行っては

ならない。

2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって

他に延焼するおそれがあると認められると

き、又は強風注意報、異常乾燥注意報又は

火災警報が発令されたときには、速やかに

消火しなければならない。

2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって

他に延焼するおそれがあると認められる場

合又は強風注意報若しくは乾燥注意報が発

表され、若しくは火災警報、林野火災注意

報若しくは林野火災警報が発令された場合

には、速やかに消火しなければならない。
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附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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